
北
朝
に
お
け
る
東
清
河
崔
氏

崔
鴻
『
十
六
国
春
秋
』
編
纂
の
背
景
に
関
す
る
」
考
察
一

梶

山

智

史

【
要
約
】
　
本
稿
は
北
魏
後
期
に
史
学
を
掌
る
家
と
し
て
繁
栄
し
た
東
清
河
綴
紐
　
族
の
動
向
を
辿
り
、
そ
の
中
で
一
族
出
身
の
郵
駅
が
五
胡
十
六
国
の
史

書
『
十
六
国
春
秋
瞼
を
編
纂
し
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
一
族
は
五
世
紀
後
半
に
南
朝
宋
か
ら
北
魏
に
帰
順
し
た
。
冬
山
の
伯
父
雀
光
は
深
い

学
識
を
も
と
に
北
魏
後
期
の
下
穿
を
志
向
す
る
政
治
で
活
躍
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
長
く
国
史
編
纂
を
担
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
羅
鴻
も
学
識

を
も
っ
て
北
魏
に
仕
え
て
起
居
注
編
纂
な
ど
に
携
り
、
羅
光
の
死
後
は
国
史
編
纂
を
受
け
継
い
だ
。
か
か
る
境
遇
に
あ
っ
た
彼
が
編
纂
し
た
『
十
六
国
春

秋
撫
は
、
国
号
「
魏
」
を
定
め
た
道
武
帝
以
降
を
叙
述
対
象
と
す
る
雀
光
の
国
史
を
前
提
と
し
、
国
史
以
前
の
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
十
六
国
史
の
位
置
づ
け
は
北
西
の
前
身
で
あ
る
代
品
の
歴
史
と
も
関
わ
る
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
『
十
六
國
春
秋
㎏
の
筆
法
は
属
国
を
軽
視
し
て
い
る

と
批
判
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
犠
鴻
の
死
後
に
同
書
が
公
開
さ
れ
る
と
果
し
て
批
判
が
噴
出
し
、
そ
の
影
響
で
一
族
は
没
落
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
六
巻
六
号
　
一
一
〇
〔
三
年
〔
㎜
月

北朝における東清河崔氏（梶山）

は
　
じ
　
め
　
に

四
世
紀
初
め
か
ら
五
世
紀
半
ば
の
華
北
の
歴
史
を
五
胡
十
六
国
時
代
、
あ
る
い
は
十
六
国
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
は
今
日
虜
明
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
十
六
国
」
と
い
う
歴
史
認
識
が
、
北
魏
の
崔
鴻
が
撰
し
た
『
十
六
国
春
秋
晦
に
よ
っ
て
最
初
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
残
念
な
が
ら
既
に
散
翻
し
た
が
、
そ
の
編
纂
に
つ
い
て
『
魏
書
隔
巻
六
七
、
崔
鴻
伝
に
は
こ
う
記
さ
れ
る
。
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鴻
弱
冠
に
し
て
託
ち
著
述
の
志
有
り
。
晋
魏
の
前
史
を
見
る
に
皆
な
～
家
を
成
し
、
跳
鼠
す
る
所
無
し
。
劉
淵
・
石
勒
・
慕
容
傷
・
符
健
・
慕
容
垂
・
眺

　
蔓
・
慕
容
徳
・
重
連
屈
矛
・
張
軌
・
李
雄
・
呂
光
・
乞
伏
国
仁
・
禿
髪
同
型
・
李
嵩
・
濃
渠
蒙
遜
・
濡
雷
同
、
並
び
に
世
故
に
因
り
て
、
～
方
に
跨
惜
し
、

　
各
お
の
国
書
有
る
も
、
未
だ
統
一
有
ら
ざ
る
を
以
て
、
鴻
乃
ち
撰
し
て
十
六
国
春
秋
と
為
し
、
勒
し
て
百
巻
と
成
す
。
其
の
旧
記
に
因
り
て
、
時
に
増
損
褒

　
既
有
る
な
り
。

　
雀
鴻
は
若
く
し
て
「
著
述
の
志
」
を
抱
い
て
い
た
が
、
晋
魏
以
前
の
歴
史
に
つ
い
て
は
み
な
既
に
完
成
さ
れ
た
史
書
が
存
在
し
て
い
た
た
め

意
を
留
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
四
世
紀
初
め
か
ら
華
北
各
地
に
割
拠
し
た
国
々
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
各
国
で
国
書
が
作
ら
れ
て
い

た
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
国
書
を
基
に
し
て
『
十
六
国
春
秋
』
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
た
だ
、
『
十
六
国
春
秋
』
の

出
現
に
よ
っ
て
「
十
六
国
」
と
い
う
歴
史
認
識
が
た
だ
ち
に
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
魏
書
』
崔
鴻
伝
で
は
上
掲
の
記
事
に
続
け
て

次
の
よ
う
に
記
す
。

　
鴻
二
世
江
左
に
仕
う
、
故
に
惜
晋
・
劉
・
蒲
の
書
を
録
さ
ず
。
又
た
識
者
之
を
貴
む
る
を
恐
れ
、
未
だ
外
に
出
だ
し
行
わ
ず
。
世
宗
其
の
撰
録
を
聞
き
、
散

　
騎
常
侍
妾
匿
を
遣
わ
し
て
鴻
に
堅
し
て
曰
く
、
「
聞
く
な
ら
く
、
卿
は
諸
諸
を
撰
定
し
、
甚
だ
條
貫
有
り
と
。
便
ち
成
る
者
に
随
い
て
送
呈
す
べ
し
、
朕
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

　
に
重
事
の
暇
に
於
い
て
之
を
覧
る
べ
し
。
」
と
。
鴻
、
其
の
書
国
初
と
相
い
渉
る
有
り
、
雷
は
体
を
失
う
こ
と
多
し
、
且
つ
未
だ
詑
ら
ざ
る
を
以
て
、
迄
に

　
奏
聞
せ
ず
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
十
六
国
春
秋
隔
は
東
晋
南
朝
の
記
録
を
収
録
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
北
魏
初
期
の
歴
史
と
関
わ
る
部
分
で
記
述
に
「
失
体
」

が
多
く
あ
っ
た
た
め
、
崔
鴻
は
こ
の
書
を
宣
武
帝
か
ら
見
せ
る
よ
う
に
請
わ
れ
た
が
結
局
見
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
『
十
六
国
春

秋
』
は
当
時
に
お
い
て
必
ず
し
も
万
人
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
批
判
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後

世
、
「
十
六
国
」
と
い
う
歴
史
認
識
を
提
示
し
た
史
書
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
書
も
、
成
立
当
初
に
は
公
開
す
る
の
が
暉
ら

れ
る
代
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
『
十
六
国
春
秋
輪
編
纂
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
北
魏
の
正
統
観
念
と
の
関
連
の
も
と
に
論
じ
た
川
本
芳
昭
氏
の
研
究
が
あ
る
。
川
本
氏
は
、

74　（816）



北朝における東清河麗氏（梶山）

正
和
一
六
年
（
四
九
二
）
正
月
に
孝
文
帝
に
よ
っ
て
北
魏
の
行
次
を
水
平
と
定
め
て
、
翠
雨
の
西
晋
を
継
ぐ
正
統
王
朝
と
位
置
づ
け
る
詔
が
下

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
西
面
滅
亡
か
ら
北
魏
建
国
ま
で
の
間
に
申
原
に
興
亡
し
た
諸
国
は
す
べ
て
非
正
統
で
あ
る
と
す
る
歴
史
認
識
が
発
生
し
、

こ
の
認
識
を
背
景
と
し
て
『
十
六
国
春
秋
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
論
は
大
変
明
快
で
あ
り
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
氏
の
場
合
、

十
六
国
・
北
朝
に
お
け
る
正
統
観
の
変
遷
の
解
明
に
主
た
る
関
心
が
あ
る
た
め
、
『
十
六
国
春
秋
』
編
纂
を
め
ぐ
る
事
情
の
詳
細
に
つ
い
て
は

な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
上
記
の
ご
と
く
こ
の
書
が
当
初
公
開
す
ら
渾
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

未
だ
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
崔
鴻
は
批
判
に
晒
さ
れ
る
可
能
性
を
知
り
な
が
ら
敢
て
こ
の
書
を
編
纂
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
を
公
開
す
る
の
が
揮
ら
れ
る
よ
う

な
当
時
の
状
況
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
探
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
本
稿
で
は
崔
鴻
の
家
柄
と
境

遇
に
注
目
す
る
。
歯
面
は
清
河
崔
氏
の
出
身
と
さ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
清
河
活
魚
は
漢
唐
時
代
に
お
け
る
随
一
の
名
門
漢
人
貴
族
で
あ
る
。

魏
晋
南
北
朝
の
分
裂
期
に
お
い
て
は
十
六
国
北
朝
に
仕
え
た
も
の
、
東
晋
南
朝
に
仕
え
た
も
の
、
南
朝
と
北
朝
の
問
を
移
動
し
た
も
の
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

様
々
な
支
族
が
存
在
し
た
。
そ
の
中
で
六
事
の
家
系
は
、
清
河
郡
東
武
城
県
（
河
北
省
清
河
県
東
北
）
を
本
貫
と
称
し
た
他
の
系
統
の
清
河
雀
氏

と
は
異
な
り
、
東
清
河
郡
無
主
（
山
東
省
涌
博
市
臨
溝
区
）
を
自
ら
の
本
貫
と
称
し
た
。
こ
の
東
清
河
崔
氏
は
五
世
紀
後
半
に
南
朝
宋
か
ら
北
魏

に
帰
順
し
、
史
学
を
掌
る
家
と
し
て
繁
栄
し
て
ゆ
く
。
本
稿
で
は
こ
の
一
族
の
歴
史
的
動
向
を
辿
り
、
そ
の
中
で
『
十
六
国
春
秋
』
編
纂
の
背

景
を
探
る
。
あ
わ
せ
て
崔
鴻
が
同
書
の
公
開
を
禅
つ
た
当
時
の
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

①
た
だ
し
魍
十
六
国
春
秋
㎏
は
大
量
の
秩
文
が
残
っ
て
い
る
。
五
胡
の
会
編
魍
五

　
胡
十
六
国
難
史
輯
侠
匝
（
豊
原
書
店
、
二
〇
～
二
年
）
に
は
八
○
○
条
を
超
え
る

　
『
十
六
国
春
秋
』
の
侠
文
が
輯
録
さ
れ
る
。

②
　
川
本
芳
昭
門
五
胡
十
六
国
・
北
朝
時
代
に
お
け
る
「
正
統
」
王
朝
に
つ
い
て
偏

　
（
同
著
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
、
汲
古
書
院
、
　
九
九
八
年
）
。

③
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
清
河
糧
嚢
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
高
直
敏
「
北
朝
清
河

羅
氏
的
曲
折
発
展
及
其
特
徴
」
（
『
首
都
師
範
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
二
二
〇

〇
〇
年
並
二
期
）
、
夏
炎
『
中
古
世
家
大
族
清
河
崔
氏
研
究
臨
（
天
津
古
田
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
南
朝
と
北
朝
の
問
を
移
動
し
た
清
河
崔
氏
を

は
じ
め
と
す
る
漢
人
貴
族
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
唐
長
儒
「
北
魏
田
川
斉
土
民
」

（
又
預
哩
魏
晋
南
北
朝
史
論
拾
選
㎏
、
申
華
書
舗
、
一
九
八
三
年
間
や
、
韓
樹
峰

「
青
斉
豪
族
在
南
北
朝
的
変
遷
」
お
よ
び
同
「
南
北
対
立
与
清
河
罷
氏
的
沈
浮
」
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（
と
も
に
同
著
『
衛
北
朝
墨
染
潅
生
馴
北
的
辺
境
豪
族
』
、
社
会
科
学
文
献
出
版

社
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
劉
馳
「
清
河
溝
型
世
系
表
」
（
同
著

『
六
朝
士
族
探
析
㎞
、
中
央
広
播
電
視
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
正
史
な

ど
の
文
献
史
料
や
墓
誌
な
ど
の
石
刻
史
料
を
暖
い
て
、
隣
以
前
の
清
河
崔
氏
の
各

系
統
の
系
図
を
作
成
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
群
体
と
し
て
の
清
河
崔
氏
を
扱
っ

た
も
の
で
、
東
清
河
算
氏
の
み
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
で
は
な
い
。
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第
㎜
章
　
菓
清
河
羅
氏
の
来
歴

（【

j
北
魏
へ
の
帰
順

　
四
世
紀
末
、
後
燕
は
北
魏
軍
の
侵
攻
を
度
々
受
け
て
大
乱
に
陥
っ
た
。
そ
の
中
で
三
九
八
年
、
郷
（
河
北
省
臨
潭
西
爾
）
に
鎮
守
し
て
い
た
後

燕
の
苑
陽
王
寺
墨
壷
は
郷
の
軍
民
四
万
を
率
い
て
滑
台
（
河
南
省
滑
県
東
）
に
移
り
、
燕
王
を
称
し
た
（
南
燕
の
帯
留
）
。
翌
三
九
九
年
に
は
滑
台

か
ら
黄
河
を
渡
っ
て
青
斉
地
方
（
山
東
省
）
に
移
動
し
、
広
蓋
（
山
東
省
青
州
西
北
）
を
都
と
定
め
た
。
こ
の
晴
に
多
く
の
河
北
の
漢
人
貴
族
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

慕
容
徳
に
従
っ
て
青
斉
に
移
住
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
崔
鴻
の
曾
祖
父
の
崔
鑛
も
い
た
。
崔
暖
は
青
州
の
時
水
の
ほ
と
り
に
居
を
定
め
た
。
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

水
は
ま
た
の
名
を
烏
水
と
い
い
、
こ
の
た
め
崔
蕨
の
家
系
は
清
河
崔
氏
の
中
で
も
「
鳥
水
煮
」
と
呼
ば
れ
る
。
四
一
〇
年
、
南
港
は
東
晋
の
武

将
劉
裕
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
や
が
て
青
斉
は
劉
裕
が
建
国
し
た
宋
の
領
土
と
な
っ
た
。
劉
裕
は
南
学
を
滅
ぼ
し
た
後
、
旧
南
燕
の
地
に
青
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
設
置
し
た
が
、
宋
の
元
嘉
九
年
（
四
三
二
）
に
は
青
身
を
分
割
し
て
翼
州
が
僑
置
さ
れ
、
そ
の
属
郡
の
一
つ
と
し
て
清
河
郡
が
置
か
れ
た
。

崔
暖
一
族
は
こ
の
青
黛
の
清
河
郡
を
新
た
な
本
拠
地
と
し
て
、
劉
宋
に
仕
え
た
。
曾
祖
父
の
崔
厩
は
楽
陵
太
守
、
祖
父
の
雀
霊
延
は
長
広
太
守

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
北
魏
の
皇
興
三
年
（
四
六
九
）
、
青
斉
地
方
は
慕
容
白
面
ら
率
い
る
北
喜
喜
の
侵
攻
を
受
け
て
書
論
領
と
な
る
。
北
魏
は
青
島
を
征
服

す
る
と
、
「
聖
上
縄
墨
」
の
当
地
に
お
け
る
勢
力
を
削
ぐ
た
め
、
彼
ら
を
北
魏
の
首
都
平
城
（
由
西
省
大
同
市
）
近
郊
に
重
土
し
た
平
斉
郡
に
強

　
　
　
　
　
④

制
移
住
さ
せ
た
。
こ
の
中
に
崔
鴻
の
祖
父
皇
霊
延
と
伯
父
雀
光
が
お
り
、
ま
た
盛
業
敬
友
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
崔
鴻
本
人



は
こ
の
時
に
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。

　
平
斉
郡
と
は
平
定
し
た
斉
地
の
人
々
を
特
別
に
住
ま
わ
せ
る
移
民
区
で
あ
る
。
こ
こ
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
青
斉
の
漢
人
貴
族
た
ち
は
平

斉
民
・
平
斉
戸
と
呼
ば
れ
、
捕
虜
と
し
て
一
般
民
と
は
異
な
る
立
場
に
お
か
れ
た
。
当
初
、
彼
ら
の
生
活
は
困
窮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

え
ば
黒
光
は
「
家
貧
に
し
て
学
を
好
む
、
昼
は
耕
し
夜
は
論
う
、
傭
書
し
て
以
て
父
母
を
養
う
。
」
（
『
魏
書
噛
巻
六
七
、
苦
難
伝
）
と
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
ほ
か
平
斉
民
の
劉
芳
、
房
玉
髄
、
崔
亮
な
ど
も
傭
書
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
高
聰
と
蒋
少
游
は
北
方
の
軍
鎮
に
送

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
れ
て
兵
戸
と
さ
れ
た
。

（㎜

c）

k
魏
へ
の
出
仕

北朝における束清河崔氏（梶山〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
た
だ
、
平
坦
民
は
決
し
て
隷
属
的
な
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
孝
文
帝
の
平
和
年
間
に
な
る
と
平
奏
上
は
次
々
に
登
用
さ
れ
て

北
魏
政
権
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
仕
官
状
況
を
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
先
に
北
面
に
送
ら
れ
て
黒
戸
と
さ
れ
た
高
捲
と
蒋
少

游
は
太
和
初
め
に
と
も
に
中
書
博
士
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
高
恩
は
給
事
黄
門
侍
郎
・
散
馬
連
侍
・
侍
中
と
い
っ
た
些
些
の
職
を
歴
任
し
、
蒋

少
游
は
都
水
使
者
・
太
常
理
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
劉
芳
は
太
和
七
年
（
四
八
一
一
一
）
に
主
客
郎
と
な
り
、
つ
い
で
中
書
博
士
を
拝
し
、
そ

の
後
は
国
子
祭
酒
・
侍
中
・
中
書
令
・
太
常
卿
な
ど
の
職
を
歴
任
し
た
。
房
宣
明
は
孝
文
帝
に
抜
擢
さ
れ
て
中
書
博
士
と
な
り
、
洛
陽
遷
都
後

に
は
議
郎
に
転
じ
た
。
房
堅
は
講
和
初
に
や
は
り
孝
文
帝
に
抜
擢
さ
れ
て
秘
書
郎
と
な
り
、
つ
い
で
司
轡
型
議
・
斉
州
大
業
正
と
な
っ
た
。
房

景
伯
は
太
和
中
に
李
沖
の
抜
擢
に
よ
り
奉
野
離
と
な
り
、
ま
た
司
空
祭
酒
・
望
事
中
・
尚
書
儀
曹
郎
に
混
ぜ
ら
れ
、
後
に
輔
国
将
軍
・
司
空
母

史
と
な
っ
た
。
房
景
先
は
太
和
年
間
に
平
冠
郡
か
ら
の
帰
郷
を
許
さ
れ
、
つ
い
で
熱
学
博
士
と
な
り
、
後
に
領
尚
書
郎
・
斉
州
中
正
と
な
っ
た
。

崔
亮
は
太
和
初
に
讐
敵
の
推
薦
に
よ
り
中
書
博
士
と
な
り
、
議
郎
に
転
じ
、
洛
陽
遷
都
後
は
顕
官
を
歴
任
し
、
最
終
的
に
尚
書
僕
射
と
な
り
散

騎
常
侍
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
崔
鴻
の
伯
父
雀
光
も
、
太
和
六
年
（
四
八
一
一
）
に
中
書
博
士
を
拝
し
て
以
来
中
央
窟
を
歴
任
し
、
北
魏
後
期

の
重
臣
に
な
っ
て
ゆ
く
。
崔
光
の
経
歴
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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平
斉
民
登
用
の
背
景
に
は
、
当
時
の
北
画
の
漢
人
官
僚
に
よ
る
後
押
し
も
あ
っ
た
。
上
掲
の
事
例
中
で
房
景
伯
や
崔
亮
が
李
沖
の
推
薦
で
仕

官
し
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
他
に
も
例
え
ば
『
魏
書
』
巻
四
八
、
高
位
伝
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
顕
祖
青
斉
を
平
ら
ぐ
る
や
、
其
の
族
望
を
代
に
徒
す
。
時
に
諸
の
士
人
流
移
し
て
遠
く
至
る
、
率
ね
皆
な
磯
落
す
。
徒
人
の
申
、
允
の
姻
嬉
多
し
、
皆
な
徒

　
齢
し
て
門
に
造
る
。
允
は
財
を
散
じ
産
を
導
く
し
て
、
以
て
番
い
購
賑
し
、
慰
問
す
る
こ
と
周
回
な
り
。
其
の
仁
厚
に
感
じ
ざ
る
は
無
し
。
其
の
才
能
を
収

　
め
、
表
彰
し
て
用
い
ん
こ
と
を
申
す
。
時
に
議
者
皆
な
新
附
な
る
を
以
て
異
を
致
す
も
、
允
は
材
を
取
り
て
能
を
任
じ
、
宜
し
く
抑
屈
す
る
無
か
れ
と
謂
う
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
允
は
平
斉
郡
に
住
む
漢
人
貴
族
の
中
に
姻
戚
関
係
の
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
私
財
を
投
げ
う
っ
て
貧
窮
す
る
平
斉
民
を

救
済
し
、
朝
廷
に
彼
ら
を
才
能
に
応
じ
て
登
用
す
る
よ
う
求
め
た
と
い
う
。
ま
た
、
『
淫
書
』
巻
六
二
、
李
彪
伝
に
は
こ
う
あ
る
。

　
臣
謂
え
ら
く
、
宜
し
く
附
表
七
州
の
人
中
に
於
い
て
、
其
の
門
才
を
葺
き
、
引
き
て
闘
に
赴
か
し
め
、
中
州
の
等
比
に
依
り
、
能
に
随
い
て
之
を
序
す
べ
し
。

　
　
～
は
以
て
聖
朝
新
旧
を
均
し
く
す
る
の
義
を
広
む
べ
く
、
二
は
以
て
江
漢
有
道
に
帰
す
る
の
惰
を
懐
か
し
む
べ
し
。

　
李
彪
は
、
「
河
表
象
州
人
偏
の
才
能
あ
る
者
を
登
用
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
『
資
治
通
鑑
』
で
は
こ
の
建
議
を
南
斉
の
永
明
六
年
（
1
1
北
魏
の

紀
和
一
二
年
、
西
暦
四
八
八
年
）
の
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
胡
三
省
注
に
よ
る
と
、
「
河
表
七
島
」
と
は
荊
・
菟
・
豫
・
洛
・
青
・
徐
・
斉
の
七

州
を
指
す
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
南
朝
と
北
朝
の
中
間
地
帯
に
位
置
し
た
州
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
李
彪
は
南
と
北
の
中
間
地
帯
か
ら
帰

順
し
た
新
来
の
漢
人
（
平
三
民
は
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
す
る
）
を
登
用
し
、
旧
来
の
漢
人
と
岡
等
に
扱
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
南
朝
に
い
る
漢
人
に

も
北
魏
へ
帰
順
す
る
心
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
献
策
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
太
秦
年
間
前
半
は
太
皇
太
后
薦
氏
が
孝
文
帝
の
摂
政
と
し
て
実
権
を
握
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
が
、
聖
遷
は
胡
族
系
に
加
え
て
漢
人
を
積
極

的
に
国
政
に
参
画
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
、
高
允
や
李
彪
や
李
沖
と
い
っ
た
漢
人
官
僚
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
平
斉
民
は
捕
虜
の
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

分
か
ら
解
放
さ
れ
て
官
途
に
就
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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（
＝
　
）
平
斉
郡
の
廃
止
と
帰
郷

；比朝における東清河崔氏（梶山〉

　
平
斉
郡
は
あ
く
ま
で
も
青
斉
平
定
に
伴
う
暫
定
的
な
措
置
で
あ
り
、
そ
の
設
置
期
間
は
長
く
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
廃
止

時
期
は
史
書
に
明
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
関
し
て
注
旨
さ
れ
る
の
は
『
魏
書
刺
巻
四
三
、
房
景
先
伝
の
「
太
和
算
、
例
と
し
て
郷
に
還
る
を

得
た
り
。
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
平
斉
民
で
あ
っ
た
房
景
先
は
、
太
和
年
間
に
「
例
」
と
し
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
「
例
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
帰
郷
を
許
さ
れ
た
の
は
房
景
先
の
一
家
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
平
幕
民
を
対
象
に
帰
郷
を
許
可
す
る
詔
令
が
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詔
令
が
出
さ
れ
た
の
は
太
和
～
二
年
（
四
八
八
）
頃
と
み
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
に
伴
っ
て
平
斉
郡
は
廃
止
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
平
斉
民
た
ち
は
早
く
も
太
和
初
年
か
ら
仕
尊
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
帰
郷
許
可
の

詔
令
よ
り
前
か
ら
既
に
移
民
区
と
し
て
の
平
斉
郡
の
意
味
は
薄
れ
て
い
た
よ
う
に
も
推
察
さ
れ
る
。

　
東
清
河
崔
氏
一
族
が
帰
郷
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
彼
ら
が
帰
還
し
た
の
は
河
北
の
相
州
清
河
郡
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
な
く
、
山
東
の
斉
州
東
清
河
郡
郁
県
で
あ
っ
た
。
『
愚
書
旧
幕
六
七
、
崔
光
伝
の
冒
頭
に
「
東
清
河
郁
人
也
扁
と
本
貫
が
記
さ
れ
る
こ
と
か

ら
も
、
彼
ら
の
帰
属
意
識
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
近
年
、
山
東
省
溝
博
君
臨
工
区
大
武
鎮
で
崔
鴻
一
族
の
隠
岩
一
九
基
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
合
計
寄
託
の
墓
誌
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
こ
の
一
族
が
確
か
に
東
清
河
郡
に
帰
還
し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
の
墓
誌
の
本
貫
地
の
記
載
を
み
る
と
、
例
え
ば
蕃
昌
元
年
（
五
一
二
）
「
崔
猷
墓
誌
」
に
は
「
東
清
河
東
華
人
」
と
あ
り
、
孝
昌

二
年
（
五
二
六
）
「
崔
鴻
墓
誌
篇
に
は
「
斉
州
清
河
人
也
偏
と
あ
り
、
元
象
元
年
（
五
三
八
）
「
崔
混
墓
誌
」
に
は
「
東
清
河
郁
人
也
」
と
あ
っ
て
、

や
は
り
斉
州
東
清
河
郡
を
本
貫
と
す
る
意
識
が
明
確
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
当
時
の
他
の
系
統
の
清
河
崔
氏
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
潮
煮
は
同
じ
く
平
紐
民
で
あ
り
、
平
町
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

廃
止
の
後
に
は
青
粉
に
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
清
河
東
武
城
人
」
と
称
し
た
。
東
武
城
県
と
は
漢
代
以
来
の
磁
器
清
河
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
属
県
の
名
称
で
あ
っ
た
が
、
北
野
で
は
東
武
城
県
は
既
に
武
城
県
に
改
称
さ
れ
て
い
た
。
と
な
る
と
、
崔
亮
は
当
時
既
に
存
在
し
て
い
な
か
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つ
た
地
名
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
「
清
河
東
武
城
」
と
は
、
清
河
崔
氏
の
始
祖
で
あ
る
前
漢
の
羅
業
（
字
伯
基
）
が
本
拠
と

　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

定
め
た
地
で
あ
り
、
以
来
歴
代
の
清
河
撰
氏
の
本
貫
を
示
す
定
型
表
現
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
崔
亮
が
青
息
地
方
に
住
み
な

が
ら
「
清
河
東
武
城
人
」
と
称
し
た
の
は
、
古
く
か
ら
の
清
河
崔
氏
の
本
貫
地
表
示
の
方
法
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
他
に
も
北
魏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

仕
え
た
清
河
撰
氏
の
家
系
が
あ
っ
た
が
、
一
律
に
「
清
河
東
武
乱
人
」
と
称
し
て
い
る
。
と
な
る
と
、
「
東
清
河
郁
人
」
と
称
し
た
雀
鴻
の
一

族
は
、
他
の
清
河
雀
氏
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
東
清
河
窪
氏
が
聖
遷
に
仕
え
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
っ
た
。
彼
ら
は
初
め
捕
虜
と
い
う
か
た
ち
で
南
朝
宋
か
ら
北
魏
に
移
っ
た
が
、
決

し
て
隷
属
的
な
境
遇
に
陥
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
化
に
向
か
う
漏
太
后
・
孝
文
早
期
に
お
い
て
有
為
の
人
材
と
み
な
さ
れ
、
政
権
に

参
入
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
北
魏
後
期
の
政
界
に
お
い
て
枢
要
の
地
位
に
昇
り
、
一
族
の
名
声
を
高
め
た
の
が
、
先
に
も
挙
げ
た
麗
光

で
あ
っ
た
。

①
　
東
清
河
雀
氏
一
族
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
に
附
し
た
「
東
清
河

　
麗
氏
系
図
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
『
薪
唐
門
』
巻
七
二
下
、
宰
相
世
系
表
下
。

③
『
宋
轡
』
巻
三
六
、
州
郡
志
二
、
翼
州
。
な
お
、
こ
の
清
河
郡
に
は
清
河
・
武

　
城
・
繹
幕
・
貝
丘
・
零
・
鄙
・
安
次
の
諸
県
が
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
名
称
は

　
か
つ
て
の
晋
の
翼
州
清
河
郡
の
属
県
の
名
称
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
（
『
晋
書
㎞
巻
一

　
四
、
地
理
志
上
、
翼
州
）
。
南
北
対
立
に
よ
り
本
来
の
清
河
郡
が
敵
（
北
魏
）
の

　
領
内
に
あ
る
と
い
う
当
晴
の
状
況
下
で
、
宋
朝
は
崔
畷
の
よ
う
な
移
民
を
居
住
さ

　
せ
る
た
め
に
青
斉
地
区
に
翼
翼
清
河
郡
を
僑
耕
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

④
『
野
馳
㎞
巻
二
四
、
崔
道
關
伝
に
門
乃
ち
青
書
の
士
望
の
暴
馬
と
共
に
城
を
守

　
り
た
る
者
数
百
家
を
桑
乾
に
興
し
、
平
着
郡
を
平
城
西
北
の
北
習
習
に
立
つ
。

　
：
…
語
い
で
治
を
京
城
西
南
二
型
除
里
の
旧
陰
館
の
西
に
徒
す
。
」
と
あ
る
。

⑤
『
魏
書
臨
巻
四
三
、
房
擬
製
伝
、
同
書
巻
五
五
、
劉
芳
伝
、
嗣
書
巻
六
六
、
崔

　
亮
伝
。

⑥
　
『
罫
書
紬
巻
六
八
、
高
田
伝
、
同
書
巻
九
一
、
蒋
少
游
伝
。

⑦
平
斉
民
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
厳
耀
中
門
平
打
民
身
扮
踏
青
斉
士
族
集
団
」

　
（
岡
著
『
魏
晋
南
北
朝
史
考
論
幽
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。
初
出
一

　
九
八
三
年
）
参
照
。

⑧
青
斉
の
漢
入
貴
族
が
北
魏
に
取
り
込
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
、
韓

　
樹
峰
「
青
斉
豪
族
在
南
北
朝
的
変
遷
偏
、
同
「
南
北
対
立
与
清
河
羅
氏
的
沈
浮
」

　
が
多
く
の
史
料
を
挙
げ
て
詳
論
す
る
。

⑨
前
掲
注
、
庖
熟
議
讐
北
魏
的
青
斉
土
民
扁
参
照
。

⑳
李
嘆
門
北
魏
羅
猷
墓
誌
及
梱
関
問
題
扁
（
『
考
古
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）
参
照
。

⑪
北
魏
は
皇
興
年
間
に
青
書
地
方
を
便
服
し
た
後
、
か
つ
て
劉
宋
が
設
置
し
た
翼

　
州
を
斉
州
と
改
め
、
そ
の
管
轄
下
の
清
河
郡
を
來
清
河
郡
と
改
め
た
（
四
廻
書
鋤

　
巻
一
〇
六
中
、
地
形
溶
暗
、
指
縄
）
。
こ
れ
は
当
時
す
で
に
北
霊
媒
に
存
在
し
て

　
い
た
河
北
の
相
州
清
河
郡
と
区
別
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

⑫
発
掘
報
告
は
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
「
臨
潤
北
朝
握
氏
墓
」
（
糊
考
古
学
報
輪
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北朝における東清河崔氏（梶山〉

　
一
九
八
四
年
二
期
）
、
濾
博
博
物
館
・
臨
瀦
区
文
管
所
門
臨
瀬
北
朝
羅
氏
墓
地
第

　
二
次
清
理
善
報
」
（
明
考
古
㎞
｝
九
八
五
年
三
期
）
。
墓
誌
は
全
部
で
七
点
出
土
し

　
て
お
り
、
い
ず
れ
も
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
蔵
。
そ
れ
ら
の
録
文
は
趙
超
『
漢

　
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』
（
天
津
古
籍
繊
版
社
、
～
九
九
二
年
）
な
ど
、
拓
本
写
真

　
は
山
東
省
石
刻
盛
徳
博
物
館
編
『
山
東
石
刻
芸
徳
選
辟
歴
代
墓
誌
巻
睡
（
漸
江
文

　
芸
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
。
ま
た
、
七
点
の
う
ち
崔
鴻
、

　
糧
醜
、
雀
混
、
論
罪
、
麗
徳
の
五
点
の
墓
誌
を
訳
注
し
た
佐
伯
真
也
「
崔
鴻
一
族

　
墓
誌
銘
訳
注
五
種
（
｝
）
～
（
二
ご
（
『
大
東
文
化
大
学
中
国
学
論
集
画
一
五
～

　
一
六
号
、
　
九
九
八
～
一
九
九
九
年
）
も
あ
る
。
な
お
、
以
下
本
稿
で
取
り
上
げ

　
る
す
べ
て
の
北
朝
崔
氏
関
係
墓
誌
の
詳
し
い
著
録
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
編
鴨
北

　
朝
賄
代
墓
誌
所
在
総
合
翻
録
睡
（
明
治
大
学
東
洋
史
資
料
叢
刊
コ
、
明
治
大
学

　
東
ア
ジ
ア
石
刻
文
物
研
究
所
・
汲
古
誉
院
、
二
〇
＝
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬
　
㎎
群
書
舳
巻
六
六
、
径
亮
伝
。
な
お
、
や
や
下
っ
て
北
斉
の
事
例
で
あ
る
が
、

　
天
保
四
年
（
五
五
三
）
「
羅
傾
墓
誌
」
に
も
「
清
河
東
武
翁
人
」
と
あ
る
。
誌
主

　
の
崔
頓
は
握
亮
の
孫
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
墓
誌
は
清
代
に
山
東
益
都
県

　
（
現
在
の
蘇
州
市
）
で
出
土
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
出
土
地
点
は
不
明

　
で
あ
る
。
現
在
は
青
州
市
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
。
録
文
は
趙
三
明
漢
魏
南
北
朝

　
墓
誌
彙
編
臨
三
九
二
頁
な
ど
、
拓
本
は
趙
万
里
噸
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
（
科

　
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
な
ど
に
載
る
。

⑭
　
噸
触
書
㎞
巻
一
〇
盤
上
、
地
形
志
上
、
司
州
清
河
郡
に
「
武
城
、
二
漢
・
晋
は

　
東
武
城
と
置
う
、
属
す
、
栄
爵
む
。
」
と
あ
る
。

⑮
附
元
和
姓
纂
㎞
巻
三
、
崔
に
「
良
の
十
五
代
題
意
如
、
秦
の
東
莱
侯
、
二
子
を

　
生
む
、
伯
基
・
仲
牟
な
り
。
伯
基
は
清
河
東
武
城
に
居
る
、
伸
牟
は
博
陵
安
平
に

　
居
る
、
並
び
に
著
姓
と
為
る
。
扁
と
あ
る
。

⑯
例
え
ば
三
国
連
の
崔
談
や
農
林
は
い
ず
れ
も
乱
淫
河
東
武
城
人
扁
と
称
し
た

　
（
『
三
國
志
㎞
魏
書
巻
～
工
、
羅
駅
伝
、
同
書
巻
工
四
、
犠
林
伝
）
。
な
お
、
こ
の

　
現
象
は
後
の
唐
代
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
例
え
ば
崔
殴
は
門
清
河
東
武
城

　
人
」
と
あ
る
（
『
旧
耳
茸
㎏
巻
一
〇
八
、
崔
圏
伝
）
。
ま
た
、
唐
代
の
清
河
羅
氏
の

　
墓
誌
で
も
「
清
河
東
武
城
入
」
の
本
貫
表
記
は
度
々
児
ら
れ
る
。

⑰
例
え
ば
「
清
河
大
房
」
と
呼
ば
れ
る
家
系
の
崔
休
は
、
噸
四
書
臨
巻
六
九
の
本

　
伝
で
は
「
清
河
入
」
と
あ
る
が
、
『
経
史
隔
巻
二
四
で
は
「
清
河
東
武
城
人
」
と

　
あ
る
。
こ
の
他
、
墓
誌
に
は
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

　
・
1
、
北
魏
孝
昌
元
年
（
五
二
五
）
「
羊
祉
妻
崔
神
霊
墓
誌
」
に
は
「
清
河
東
武
城

　
　
人
」
と
あ
る
。
誌
主
の
崔
神
妃
は
南
朝
宋
・
斉
に
仕
え
た
崔
平
仲
の
子
で
あ
る
。

　
　
同
覗
暴
批
恥
は
一
九
山
畠
罎
粗
＋
、
由
エ
果
省
四
新
泰
嘔
県
由
山
土
、
新
泰
市
博
物
館
曲
威
。
録
文
は

　
　
周
郵
門
新
発
現
的
羊
氏
家
族
墓
誌
考
略
」
（
泰
安
市
泰
山
区
楢
案
三
編
『
周
郵

　
　
文
史
論
文
集
画
、
山
東
文
芸
出
版
社
、
　
一
九
九
七
年
）
、
お
よ
び
羅
薪
・
藥
燦

　
　
『
新
出
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
疏
証
鹸
（
中
華
書
類
、
二
〇
〇
五
年
）
一
一
〇
～
一

　
　
＝
頁
に
載
る
。

　
・
1
1
、
東
燃
天
平
五
年
（
五
三
八
）
「
郡
恭
醤
蝦
崔
令
姿
墓
誌
」
に
は
「
清
河
武
城

　
　
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
門
東
」
字
が
抜
け
て
い
る
。
斎
主
の
崔
令
姿
は
ど
の
家

　
　
系
に
属
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
同
墓
誌
は
一
九
六
五
年
、
山
東
省
済
南
寮
出
土
、

　
　
済
南
市
博
物
館
蔵
。
発
掘
報
告
は
王
建
浩
・
蒋
宝
庚
「
済
南
市
東
郊
発
現
東
魏

　
　
墓
レ
（
『
文
物
幽
一
九
六
六
年
第
四
期
）
、
録
文
は
趙
超
岬
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙

　
　
編
』
三
二
五
～
三
二
六
頁
に
載
る
。

　
…
m
、
東
魏
武
定
二
年
（
五
四
四
）
「
羊
深
妻
庶
男
容
墓
誌
」
に
は
「
清
河
東
武
城

　
　
人
」
と
あ
る
。
誌
主
の
崔
訓
解
は
ど
の
家
系
に
属
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
同
墓

　
　
誌
は
一
九
七
三
年
、
山
東
省
新
泰
県
出
土
、
新
泰
市
博
物
館
蔵
。
雷
文
は
前
掲

　
　
注
、
周
郵
「
新
発
現
的
管
下
家
族
墓
誌
考
略
漏
、
お
よ
び
羅
新
・
葉
燈
隅
新
出

　
　
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
疏
証
隔
～
五
八
～
一
六
〇
頁
に
載
る
。

　
．
W
、
北
斉
天
保
工
年
（
五
五
一
）
「
軍
陣
墓
誌
」
に
は
「
清
河
東
武
城
入
」
と
あ

　
　
る
。
誌
主
の
借
券
は
ど
の
家
系
に
属
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
同
墓
誌
は
一
九
八

　
　
山
ハ
年
、
　
由
灘
果
省
同
臨
訓
胴
県
出
十
扁
、
豊
胸
県
博
物
館
砕
威
。
発
掘
報
出
目
は
巾
門
東
省
文
物

　
　
考
古
研
究
所
・
臨
州
県
博
物
館
「
山
東
臨
胸
北
斉
崔
券
墓
扁
（
嚇
文
物
㎞
二
〇
〇
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二
年
第
四
期
）
、
超
文
は
羅
薪
・
葉
虫
噸
退
出
愚
母
南
北
朝
墓
誌
疏
読
』

一
～
エ
ハ
三
頁
に
載
る
。

一
六

以
上
は
い
ず
れ
も
山
東
省
の
各
地
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
貫
地
表

記
は
み
な
「
清
河
東
武
城
」
も
し
く
は
「
清
河
武
城
」
と
な
っ
て
い
る
。
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第
【
【
章
　
崔
光
と
そ
の
国
史
編
纂

（㎜

j
峯
光
の
経
歴

　
崔
光
（
四
五
一
～
五
二
一
一
一
）
、
本
名
は
精
彩
、
字
は
長
仁
、
「
光
」
の
名
は
孝
文
帝
か
ら
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
中
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ

た
の
は
太
和
六
年
置
四
八
二
）
、
三
二
歳
の
時
で
あ
る
。
中
書
博
士
か
ら
著
作
郎
に
転
じ
、
つ
い
で
中
書
侍
郎
・
給
事
黄
門
侍
郎
に
遷
っ
た
。
太

和
一
七
年
（
四
九
一
一
　
）
に
は
平
城
か
ら
洛
陽
へ
の
遷
都
に
参
画
し
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
朝
陽
子
を
賜
爵
さ
れ
、
散
得
得
侍
に
任
じ
ら
れ
、
の
ち

に
太
子
少
傅
・
侍
中
を
兼
ね
た
。
宣
武
中
期
に
は
、
侍
中
、
太
常
器
・
領
斉
州
大
中
正
、
中
書
令
、
中
書
監
を
歴
任
し
た
。
孝
明
帝
期
に
は
特

進
、
国
子
祭
酒
、
太
保
を
歴
任
し
、
ま
た
博
平
野
開
国
公
、
の
ち
平
庭
県
開
国
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
正
光
四
年
（
五
二
三
）
に
七
三
歳
で
卒
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

太
傅
・
領
尚
書
令
・
腰
騎
大
将
軍
・
開
府
・
翼
州
刺
史
を
追
贈
さ
れ
、
文
宣
公
と
誼
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
輝
光
は
孝
文
帝
の
初
期
に
引
き
立
て
ら
れ
、
孝
文
帝
親
政
時
に
は
洛
陽
遷
都
の
計
画
に
関
わ
り
、
漢
化
の
諸
改
革
を
推
進

す
る
ブ
レ
ー
ン
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
以
後
も
宣
武
帝
・
孝
明
帝
に
仕
え
て
申
出
官
を
歴
任
し
た
。
彼
の
性
格
に
つ
い
て
、
『
魏
書
廓
巻
六

七
、
崔
光
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
光
、
寛
和
慈
善
に
し
て
、
物
に
逆
ら
わ
ず
、
進
退
沈
浮
は
、
自
得
す
る
の
み
。
…
…
始
め
領
軍
予
忠
、
光
の
旧
徳
を
以
て
、
甚
だ
焉
を
信
重
し
、
事
の
簿
決

　
す
る
毎
に
、
光
も
亦
た
身
を
傾
け
て
之
に
事
う
。
元
叉
、
光
に
於
い
て
亦
た
深
く
宗
敬
す
。
郭
酢
・
襲
植
殺
さ
れ
、
清
河
王
電
導
に
遇
う
に
及
び
て
、
光
時

　
に
随
い
挽
仰
し
、
寛
に
匡
救
せ
ず
、
是
に
於
い
て
天
下
之
を
困
る
。
…
…
光
、
初
め
黄
門
と
為
り
、
則
ち
導
管
に
譲
る
。
中
書
監
と
為
り
、
汝
南
脚
質
に
譲

　
る
。
太
常
と
為
り
、
劉
芳
に
譲
る
。
少
傅
と
為
り
、
元
暉
・
穆
紹
・
甑
珠
に
譲
る
。
国
子
祭
酒
と
為
り
、
清
河
王
澤
・
任
城
無
調
に
譲
る
。
車
楽
・
儀
同
と
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為
り
、
江
陽
王
継
に
譲
る
、
又
た
霊
太
后
の
父
胡
国
珍
に
譲
る
。
密
な
時
情
を
野
望
す
、
誉
者
以
て
矯
飾
と
為
す
。

　
精
光
は
心
が
広
く
穏
や
か
で
、
時
勢
に
逆
ら
わ
ず
、
権
力
者
に
従
う
一
面
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
野
老
や
斐
植
が
時
の
専
権
者
の
干
忠
に

よ
っ
て
、
ま
た
清
河
釜
元
澤
が
こ
れ
も
専
権
者
の
転
得
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
不
当
に
殺
さ
れ
た
時
、
雀
光
は
時
勢
を
窺
っ
て
彼
ら
を
助
け
よ
う

と
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
崔
光
が
北
魏
後
期
の
政
治
で
長
く
地
位
を
保
ち
得
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
た
め
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し

一
方
で
こ
の
記
事
に
は
、
電
光
が
面
繋
や
書
風
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
、
諸
々
の
政
策
決
定
で
意
見
を
求
め
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。

　
崔
光
が
孝
文
・
宣
武
・
孝
明
の
三
朝
で
重
用
さ
れ
た
大
き
な
要
因
は
、
そ
の
学
識
に
あ
っ
た
。
孝
文
帝
が
「
孝
伯
の
才
、
浩
浩
な
る
こ
と
黄

河
の
東
漸
す
る
が
如
し
、
固
よ
り
今
日
の
文
宗
な
り
。
」
（
噸
魏
書
下
巻
六
七
、
崔
光
伝
）
、
「
身
売
の
博
、
李
彪
の
直
、
翻
れ
我
が
国
家
賢
を
得
た

る
の
基
な
り
。
」
（
『
魏
書
瞼
巻
六
二
、
李
彪
伝
）
、
「
郭
酢
は
庶
事
に
憂
労
す
、
独
り
我
を
欺
か
ず
。
崔
光
は
温
良
に
し
て
博
物
、
朝
の
儒
秀
な
り
。

此
の
両
人
を
勧
め
ず
し
て
、
当
に
誰
を
か
勧
む
ぺ
け
ん
や
。
」
（
『
魏
書
』
巻
六
四
、
郭
柞
伝
）
な
ど
と
再
三
そ
の
学
才
を
賞
賛
し
て
い
る
よ
う
に
、

崔
光
は
北
魏
に
お
け
る
博
学
多
識
の
代
表
的
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
漢
化
と
い
う
政
治
路
線
の
中
で
、
崔
光
は
豊
富
な
知
識
を
生
か
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

様
々
な
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
服
章
の
制
定
・
暦
の
制
定
・
律
令
の
制
定
・
舞
曲
名
お
よ
び
鼓
吹
諸
曲
の
制
定
な
ど
典
章
制
度
の
整
備
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

参
与
し
た
こ
と
や
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
行
次
に
関
す
る
議
論
で
は
北
魏
を
嘉
徳
の
王
朝
と
す
る
意
見
を
提
出
し
、
孝
文
帝
に
採
用
さ
れ
た
こ
と

な
ど
、
そ
の
事
績
は
数
多
い
。
そ
の
中
で
本
稿
の
主
旨
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
孝
文
帝
か
ら
北
魏
の
国
史
編
纂
を
任
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
崔
光
の
国
史
編
纂

　
崔
光
は
紅
熱
一
一
年
（
四
八
七
）
に
著
作
郎
と
な
り
、
秘
書
丞
の
李
彪
と
と
も
に
北
魏
の
国
史
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
正
光
四

年
（
五
二
三
）
一
一
月
に
亡
く
な
る
ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
こ
の
事
業
に
従
事
し
た
。
当
初
そ
の
事
業
を
主
導
し
た
の
は
李
彪
の
ほ
う
で
あ
っ

た
が
、
景
明
二
年
（
五
〇
一
）
に
堀
池
が
没
し
て
以
降
は
、
型
押
が
専
ら
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
国
史
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
佐
川
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⑦

英
治
氏
に
よ
っ
て
既
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
佐
川
氏
の
所
説
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
そ
も
そ
も
北
魏
の
国
史
編
纂
事
業
は
道
武
帝
時
代
の
鄭
淵
撰
『
国
記
』
（
ま
た
は
『
代
記
述
）
十
鯨
巻
に
始
ま
り
、
以
後
輔
導
や
高
配
に
よ
っ

て
続
修
さ
れ
て
い
た
。
李
彪
と
崔
光
の
團
史
編
纂
は
そ
れ
ら
歴
代
の
史
官
に
よ
る
蓄
積
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
従
来
の
国
史

に
対
し
て
二
つ
の
改
変
を
行
っ
た
。
第
一
に
、
鄭
淵
・
嶽
浩
・
高
腰
ら
歴
代
の
史
官
が
編
年
体
で
行
っ
て
き
た
国
史
の
体
裁
を
、
紀
伝
体
に
改

め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
魏
壼
農
巻
六
二
、
李
彪
伝
に
こ
う
あ
る
。

　
成
帝
よ
り
以
来
、
章
章
に
至
る
ま
で
、
撰
浩
・
高
允
は
国
書
を
著
述
す
る
に
、
編
年
序
録
し
て
、
春
秋
の
体
を
為
す
も
、
時
事
を
遺
棄
し
、
三
に
一
も
存
す

　
る
無
し
。
彪
は
秘
書
令
高
祐
と
始
め
て
奏
し
て
遷
・
固
の
体
に
従
い
、
創
り
て
紀
伝
表
志
の
目
を
為
す
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
李
彪
と
高
卑
は
従
来
の
編
年
体
国
史
で
は
「
三
に
一
も
存
す
る
無
し
」
と
い
う
ほ
ど
史
事
の
遺
漏
が
多
か
っ
た
た
め
、
新

た
に
司
馬
遷
『
史
記
隔
や
班
固
『
漢
書
隔
に
倣
い
紀
伝
体
に
よ
っ
て
国
史
を
構
成
す
る
こ
と
を
上
奏
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
『
魏
書
』
巻
七

下
、
高
祖
紀
の
太
和
＝
年
（
四
八
七
）
一
二
月
条
に
「
秘
書
丞
李
彪
・
著
作
郎
崔
光
に
詔
し
て
国
記
を
改
賭
し
、
紀
伝
の
体
に
依
ら
し
む
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
李
彪
と
崖
光
が
紀
伝
体
で
国
史
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
編
年
体
か
ら
紀
伝
体
へ
の
変
更
は
、
内
容

を
拡
充
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
だ
当
時
の
漢
化
を
志
向
す
る
政
治
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
紀
伝
体
と
い
う
中
国
正
史
の
形
式
を
採
用
す
る
こ

と
で
、
北
魏
史
を
申
華
の
正
統
王
朝
史
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
識
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
第
二
に
、
国
号
「
魏
」
を
称
し
た
道
武
帝
以
降
を
国
史
の
主
た
る
叙
述
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
孝
文
帝
に
よ
る
廟
号
改
革
が

関
係
し
て
い
る
。
北
野
は
鮮
美
聖
蹟
部
を
中
心
と
し
た
遊
牧
部
族
連
合
で
あ
る
代
国
を
前
身
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
北
魏
建
国
当
初
の
歴
史
理

解
で
は
、
代
国
と
北
魏
と
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
天
賦
元
年
（
三
九
八
）
に
道
武
帝
が
皇
帝
に
即
位
し
た
際
、
北
国
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

君
長
二
七
名
に
皇
帝
号
を
追
尊
す
る
と
と
も
に
、
神
元
仁
に
「
始
祖
」
、
平
文
帝
に
「
太
祖
」
、
昭
成
帝
に
「
高
祖
」
の
薬
理
を
そ
れ
ぞ
れ
奉
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

翌
年
正
月
に
は
南
郊
祭
祀
の
儀
礼
を
行
っ
て
「
始
祖
」
窯
元
帝
を
上
帝
に
配
黙
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
つ
ま
り
北
魏
で
は
建
国
以
来
、
代
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

魏
は
連
続
す
る
一
時
代
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
掲
李
三
婆
の
記
事
に
、
撰
浩
ら
の
編
年
体
国
史
が
「
成
帝
よ
り
以
来
、
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太
和
に
至
る
ま
で
」
の
歴
史
を
扱
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
李
彪
・
老
君
の
国
史
も
、
編
纂
が
始
ま
っ
た
太
和
＝
年
（
四

八
七
）
当
初
は
、
成
帝
以
降
を
紀
伝
体
で
叙
述
す
る
方
針
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
太
和
一
五
年
（
四
九
一
）
四
月
に
孝
文
帝
は
詔
を
下
し
て
、
道
武
帝
の
「
建
業
之
勲
」
は
平
文
帝
の
功
績
を
う
わ
ま
わ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
理
由
か
ら
受
命
開
国
の
祖
を
意
味
す
る
「
太
祖
」
の
信
号
を
平
文
帝
か
ら
道
武
帝
に
変
更
し
、
翌
年
正
月
に
行
っ
た
南
郊
祭
祀
で
は
道
武
帝

　
　
　
　
⑫

を
配
祀
し
た
。
こ
の
廟
号
の
変
更
は
そ
れ
ま
で
連
続
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
代
と
魏
を
区
別
し
、
道
武
帝
以
降
を
中
心
と
し
て
自
国
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
孝
文
帝
と
し
て
は
、
爵
号
の
改
変
に
よ
っ
て
自
国
史
の
起
点
を
道
武
帝
に
変
換
す
る
こ
と
を
企
図
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
李
彪
・
崔
光
の
国
史
は
道
武
帝
以
降
を
主
た
る
叙
述
対
象
と
す
る
方
針
に
変
更
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
糊
魏
書
棚
李
彪
伝
所
載
の
景
明
元
年
（
五
〇
〇
）
頃
に
李
彪
が
奉
っ
た
国
史
編
纂
に
関
す
る
上
表
文
に
み
え
る
次
の
～
節
よ
り
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

　
興
れ
我
が
皇
魏
の
中
華
を
奄
有
す
る
や
、
歳
は
百
齢
を
越
え
、
年
は
十
紀
に
聞
し
、
太
祖
は
違
わ
ざ
る
を
以
て
基
を
開
き
、
武
皇
は
時
を
奉
ず
る
を
以
て
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お

　
を
拓
き
、
域
申
に
虎
沖
し
、
宇
外
に
龍
飛
し
、
小
は
往
き
大
は
来
、
品
物
は
成
な
亨
る
、
弦
よ
り
以
降
、
世
よ
其
の
光
を
済
す
。
史
官
の
叙
録
、
未
だ
其
の

　
盛
を
充
た
さ
ず
。
加
う
る
に
東
観
申
聰
し
、
冊
勲
閾
く
る
膚
る
を
以
て
、
美
は
日
に
随
い
て
落
ち
、
善
は
月
に
因
り
て
稀
な
り
。

　
こ
こ
か
ら
、
李
彪
が
考
え
る
国
史
と
は
「
太
祖
」
の
道
武
帝
が
「
開
基
」
し
、
「
武
平
漏
す
な
わ
ち
粟
粥
帝
が
「
拓
業
」
す
る
こ
と
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

中
原
に
進
出
し
て
か
ら
百
年
間
の
、
中
華
王
朝
た
る
「
再
審
」
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
上
奏
文
で
は
宗
国
時
代
の
こ
と

は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
吊
釜
の
所
見
で
あ
り
、
羅
光
自
身
の
国
史
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
た
文
章
は
残
っ
て
い

な
い
。
た
だ
共
同
で
国
史
編
纂
に
当
た
っ
た
者
と
し
て
、
罷
光
も
李
彪
と
同
様
の
歴
史
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
景
明
二
年

（
五
〇
一
）
に
李
彪
が
死
去
し
た
後
、
黒
光
は
李
彪
の
遺
志
を
継
ぎ
、
道
武
帝
に
始
ま
る
「
魏
」
王
朝
史
の
編
纂
を
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
結
果
的
に
崔
光
の
国
史
は
完
成
し
な
か
っ
た
。
彼
は
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
の
仕
事
に
従
事
し
た
も
の
の
、
亡
く
な
る
間
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
っ
て
も
続
目
は
で
き
て
い
た
も
の
の
内
容
に
は
不
備
欠
漏
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
『
流
言
』
崔
光
伝
に
よ
れ
ば
、
崔
光
は
臨
終
に
息
子
や
甥

を
呼
び
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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こ
う
む

　
　
習
、
先
帝
の
厚
恩
を
漁
り
、
位
は
此
に
至
る
も
、
史
の
功
成
ら
ず
、
破
す
る
に
遺
恨
有
り
。
汝
ら
は
吾
の
故
を
以
て
、
並
び
に
名
位
を
得
た
り
。
之
に
勉
め

　
　
よ
。
之
に
勉
め
よ
。
死
を
以
て
国
に
報
い
よ
。

　
こ
こ
に
い
う
「
先
帝
」
と
は
お
そ
ら
く
孝
文
帝
を
指
す
。
撰
光
は
厚
恩
あ
る
孝
文
帝
か
ら
任
さ
れ
た
国
史
事
業
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
痛
恨
に
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
「
死
を
以
て
国
に
報
い
よ
」
と
い
う
強
い
言
葉
を
用
い
て
、
自
ら
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
国
史
編
纂
事

業
を
一
族
の
者
た
ち
に
託
し
た
と
い
う
。
本
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
崔
光
は
孝
文
帝
期
の
漢
化
政
治
の
中
で
身
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
り
、

国
史
編
纂
事
業
は
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
を
ふ
ま
え
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
臨
終
の
言
葉
は
、
そ
う
し
た
彼
の
立
場
を
端
的
に
物

語
る
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
崔
光
の
存
在
こ
そ
が
、
平
角
の
事
績
と
そ
の
『
十
六
国
春
秋
』
編
纂
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。

①
㎎
魏
轡
㎞
巻
六
七
、
糧
光
伝
。

②
　
魍
魏
書
㎞
巻
九
、
齋
宗
紀
の
正
光
二
年
（
五
一
コ
）
条
。

③
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
九
、
梁
紀
寺
の
普
通
三
年
（
五
二
二
）
条
。

④
『
些
細
』
巻
六
七
、
崔
鴻
伝
。

⑤
『
魏
書
』
巻
一
〇
九
、
楽
志
。

⑥
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
注
、
川
本
芳
昭
「
五
胡
十
六
国
・
北
朝
時
代
に
お
け
る

　
門
正
統
扁
王
朝
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
。

⑦
佐
川
英
治
「
東
魏
北
風
革
命
と
糊
置
書
㎞
の
編
纂
」
（
魍
東
洋
史
研
究
隔
第
六
四

　
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）
。
な
お
北
魏
の
国
史
編
纂
事
業
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

　
内
田
吟
風
「
雪
雲
の
成
立
に
就
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
㎞
第
二
巻
第
六
号
、
一
九

　
三
七
年
）
も
参
照
し
た
。

⑧
㎎
資
治
聾
心
㎞
巻
コ
○
、
晋
紀
三
二
の
隆
安
二
年
（
三
九
八
）
条
。
た
だ
、

　
魍
画
餅
臨
で
は
こ
の
時
平
文
帝
に
太
祖
の
二
号
を
与
え
た
こ
と
を
記
さ
な
い
。
こ

　
れ
つ
い
て
は
『
魏
書
塩
巻
一
序
紀
の
平
文
帝
の
と
こ
ろ
で
「
天
興
初
、
尊
び
て
太

　
祖
と
日
う
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
よ
り
わ
か
る
。

⑨
隅
魏
書
㎞
巻
二
、
太
祖
紀
。

⑩
な
お
、
噸
念
書
㎞
巻
一
、
序
紀
に
よ
れ
ば
神
甘
露
が
拓
三
部
の
君
長
と
な
っ
た

　
の
は
「
庚
子
」
の
年
と
記
さ
れ
、
こ
れ
は
曹
魏
が
建
国
さ
れ
た
黄
初
元
年
（
二
二

　
〇
）
と
岡
年
で
あ
る
。
ま
た
、
平
文
帝
が
翼
長
と
な
っ
た
の
は
「
丁
蝋
画
の
年
と

　
記
さ
れ
、
こ
れ
は
東
下
の
司
馬
容
が
建
康
で
晋
王
に
即
位
し
た
建
武
元
年
（
ご
二

　
七
）
と
同
年
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
佐
藤
賢
「
も
う
ひ
と
つ
の
漢
魏
交
替
…

　
北
野
道
武
愚
書
に
お
け
る
「
魏
」
号
制
定
問
題
を
め
ぐ
っ
て
！
」
（
『
東
方
学
輪

　
第
一
一
一
二
輯
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
北
魏
で
は
拓
鍛
部
が
統
治
し
た
苗
代
の
地
を

　
「
北
夏
」
、
曹
魏
が
統
治
し
た
中
原
の
地
を
「
南
夏
」
と
す
る
独
自
の
天
下
観
が

　
あ
っ
た
と
し
、
神
元
帝
元
年
が
曹
魏
建
国
と
同
年
に
設
定
さ
れ
た
の
は
、
拓
蹉
魏

　
（
諸
国
）
を
曹
魏
と
同
時
期
に
開
国
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
「
魏
扁
と
位
置
づ
け
、

　
曹
魏
と
と
も
に
漢
を
継
い
で
「
北
夏
」
と
「
南
夏
偏
か
ら
構
成
さ
れ
る
中
華
を
共

　
同
で
支
配
す
る
正
統
王
朝
と
し
て
位
置
づ
け
る
豊
州
が
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
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北朝における東清河崔氏（梶山）

　
平
文
帝
元
年
が
東
晋
成
立
元
年
に
設
定
さ
れ
た
の
は
、
曹
魏
・
西
晋
と
続
い
た

　
「
南
夏
扁
の
正
統
王
朝
が
こ
の
時
に
杜
絶
し
、
門
北
夏
」
の
平
文
帝
が
中
華
を
支

　
配
す
る
唯
一
の
正
統
君
主
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し

　
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
理
解
の
も
と
、
歯
元
帝
と
平
文
帝
に
、
と
も
に
開
国
の
祖
を

　
意
味
す
る
「
始
祖
」
と
「
太
祖
」
の
廟
号
を
曲
筆
し
た
の
だ
と
す
る
。
一
方
、
吉

　
本
道
雅
「
魏
書
序
紀
考
証
」
（
『
史
林
隔
第
九
三
巻
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
は
佐

　
藤
氏
の
見
解
に
つ
い
て
「
「
北
夏
」
の
語
彙
が
存
在
し
な
い
以
上
、
成
り
立
た
な

　
い
議
論
で
あ
る
」
と
し
、
鎌
倉
帝
元
年
が
魏
写
象
元
年
に
置
か
れ
る
の
は
拓
践
魏

　
を
曹
魏
と
代
替
し
た
も
の
で
あ
り
、
土
徳
の
拓
蹟
魏
に
よ
る
火
徳
の
漢
の
継
承
を

　
主
張
し
た
も
の
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
北
魏
建
国
時
に
は
「
魏
」
国
号
制

　
定
と
も
関
連
し
て
、
「
始
祖
」
神
話
帝
を
自
国
史
の
画
期
と
し
、
ま
た
「
太
祖
」

　
平
文
帝
を
も
う
一
つ
の
画
期
と
す
る
歴
史
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

⑪
『
魏
書
㎞
巻
一
〇
八
之
一
、
礼
志
一
の
太
和
十
五
年
四
月
条
に
孝
文
帝
璽
＝
口
葉

　
と
し
て
「
而
し
て
遠
祖
平
文
、
功
は
未
だ
昭
成
よ
り
多
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
廟
号

　
は
太
祖
為
り
。
道
武
建
業
の
勲
は
平
文
よ
り
高
き
も
、
廟
号
は
烈
祖
為
り
。
功
を

　
比
べ
徳
を
校
ぶ
る
に
、
未
だ
允
わ
ざ
る
と
以
為
う
。
朕
今
道
武
を
奉
尊
し
て
太
祖

　
と
為
す
」
と
あ
る
。

⑫
隅
魏
書
臨
巻
七
下
、
高
祖
訳
筆
。

⑬
前
掲
注
、
佐
辮
英
治
門
東
魏
北
斉
革
命
と
『
臨
書
』
の
編
纂
」
は
、
道
武
帝
以

第
三
章
　
崔
鴻
と
そ
の
『
十
六
国
春
秋
』
編
纂

（｝

j
崔
鴻
の
経
歴

　
前
と
以
後
を
分
け
る
歴
史
観
が
公
式
の
も
の
と
な
る
の
は
、
孝
文
帝
が
太
和
十
五

　
年
に
廟
号
を
改
変
し
て
道
武
帝
を
太
祖
に
奉
じ
て
以
後
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
な
お
、

　
こ
の
廟
号
改
革
は
歴
史
認
識
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
体
制
の
諸
方
面
に
お

　
け
る
転
換
を
意
味
し
て
い
た
。
前
掲
注
、
川
本
芳
昭
「
五
胡
十
六
国
・
北
朝
時
代

　
に
お
け
る
「
正
統
」
王
朝
に
つ
い
て
」
は
門
孝
文
帝
に
よ
る
「
太
祖
」
の
変
更
は

　
彼
の
改
革
全
体
の
な
か
で
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
…
…
端
的
に
い

　
っ
て
そ
れ
は
北
魏
の
爵
制
度
、
郊
旧
制
度
の
改
変
と
連
動
し
、
北
族
の
問
に
漢
北

　
時
代
か
ら
存
続
し
て
き
た
一
体
感
を
打
ち
破
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
施
策
の
一
環
で

　
あ
っ
た
と
い
え
る
。
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
晶
々
「
「
正
統
」
与
「
政
統
」
　
拓
賊

　
魏
「
太
祖
」
廟
号
改
易
及
其
歴
史
書
写
扁
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
一
年
第
二

　
期
）
は
孝
文
帝
の
廟
号
改
革
に
は
強
い
政
治
的
動
機
が
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ

　
ち
、
代
国
皇
帝
の
子
孫
を
政
治
権
力
か
ら
排
除
し
、
「
太
祖
上
道
天
帝
に
始
ま
る

　
北
魏
皇
帝
の
子
孫
を
政
治
権
力
の
中
心
と
す
る
新
た
な
「
政
統
」
を
構
築
し
、
孝

　
文
帝
が
建
設
を
目
指
す
漢
化
の
新
政
権
に
対
す
る
代
人
た
ち
の
影
響
力
を
削
ぐ
意

　
図
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

⑭
前
掲
注
、
佐
川
英
治
「
東
魏
北
斉
革
命
と
『
魏
書
』
の
編
纂
」
は
、
李
彪
・
崔

　
光
の
門
魏
史
扁
と
は
道
武
帝
に
始
ま
り
太
武
帝
を
経
て
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
に
帰

　
結
す
る
中
華
王
朝
と
し
て
の
発
展
史
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

⑮
噸
魏
書
㎞
巻
六
七
、
黒
戸
伝
。
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窯
業
（
四
七
八
～
五
二
五
）
、
字
は
彦
鶯
、
太
和
二
年
（
四
七
八
）
に
曙
光
の
弟
の
撰
敬
友
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
出
生
時
期
か
ら
推
し
　
8
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て
平
城
近
郊
の
平
斉
郡
で
生
ま
れ
、
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
る
。
太
和
二
〇
年
（
四
九
六
）
、
一
九
歳
の
時
に
彰
城
王
左
常
侍
を
拝
し

た
。
そ
の
後
の
官
歴
を
示
す
と
、
宣
武
帝
の
時
に
尚
書
虞
曹
郎
中
、
給
電
中
、
祠
部
郎
、
尚
書
賊
兵
藩
中
、
三
公
郎
中
を
、
孝
明
帝
の
時
に
は

司
徒
右
長
史
、
給
事
黄
門
侍
郎
、
散
騎
野
守
・
斉
州
大
中
正
を
歴
任
し
た
。
孝
昌
元
年
（
五
二
五
）
に
四
八
歳
で
卒
し
、
翌
年
に
斉
州
東
清
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

郡
の
黄
山
の
陰
に
葬
ら
れ
た
。
鎮
東
将
軍
・
度
支
尚
書
・
青
州
刺
史
を
追
贈
さ
れ
、
文
貞
侯
と
識
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
崔
鴻
が
中
央
宮
を
歴
任
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
崔
光
の
臨
終
の
雷
葉
に
「
汝
ら
は
吾
の
故
を
以
て
、
並

び
に
名
説
を
得
た
り
。
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
と
、
伯
父
の
威
光
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
羅
鴻

自
身
が
伯
父
に
劣
ら
ぬ
優
れ
た
学
識
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
ま
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
魏
書
』
巻
六
七
、
崔
鴻
伝
に
は

　
太
師
・
彰
城
王
魏
以
下
公
卿
朝
士
の
儒
学
才
明
な
る
者
三
十
人
に
罰
し
て
、
律
令
を
尚
書
上
篇
に
議
定
せ
し
む
。
鴻
と
光
は
倶
に
其
の
中
に
在
り
、
時
論
之

　
を
栄
と
す
。

　
と
あ
っ
て
、
律
令
を
議
定
し
た
「
儒
学
才
明
」
な
る
朝
臣
三
〇
名
の
中
に
崔
鴻
が
智
能
と
と
も
に
含
ま
れ
て
お
り
、
称
賛
を
浴
び
た
。
こ
れ

は
正
始
元
年
（
五
〇
四
）
頃
、
す
な
わ
ち
崔
鴻
が
二
七
歳
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

　
雀
鴻
の
学
才
は
特
に
史
学
の
方
面
で
発
揮
さ
れ
た
。
神
亀
元
年
（
五
一
八
）
頃
に
は
、
北
魏
宗
室
の
尚
書
左
僕
射
元
暉
の
求
め
に
応
じ
て
、

『
科
録
幅
二
七
〇
巻
を
編
纂
し
た
。
こ
の
書
は
散
精
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
上
は
伏
義
の
時
代
か
ら
下
は
両
晋
・
劉
宋
に
い
た
る
一
四
代
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
、
岡
類
の
史
事
ご
と
に
分
類
し
た
通
史
で
あ
っ
た
と
い
う
。
正
光
元
年
（
五
二
〇
）
に
は
命
を
受
け
て
、
著
作
佐
郎
王
遵
業
と
と
も
に

騨
高
祖
（
孝
文
帝
）
起
居
注
』
と
『
盤
宗
（
宣
武
帝
）
起
居
注
騙
を
編
纂
し
た
。
そ
し
て
正
光
五
年
（
五
二
四
）
に
は
、
崔
光
の
後
を
継
い
で
国

史
編
纂
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
魏
書
』
羅
鴻
伝
に
は
こ
う
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
た
ま

　
光
、
魏
史
を
撰
す
る
も
、
徒
だ
巻
本
有
る
の
み
、
初
よ
り
未
だ
考
正
せ
ず
、
閾
略
尤
も
多
し
。
毎
に
云
う
、
此
の
史
境
野
が
世
の
成
る
所
に
非
ず
、
但
し

　
須
く
時
事
を
記
録
し
、
以
て
後
入
を
待
つ
べ
し
、
と
。
麗
に
臨
み
て
鴻
を
粛
宗
に
奮
う
。
五
年
正
月
、
鴻
に
蔵
し
、
本
官
を
以
て
国
史
を
修
嵩
せ
し
む
。
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
昌
の
初
め
、
…
…
鴻
、
史
に
在
る
こ
と
甫
爾
、
未
だ
就
す
所
有
ら
ず
、
篤
い
で
卒
す
。
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暮
景
は
亡
く
な
る
間
際
に
、
国
史
編
纂
を
崔
鴻
に
継
が
せ
る
よ
う
孝
明
帝
に
遺
言
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
正
光
五
年
（
五
二
四
）
正
月
、
崔

鴻
は
国
史
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
間
も
な
く
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
死
去
し
た
と
い
う
。
『
魏
歯
固
の
本
伝
に
は

そ
の
死
亡
年
月
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
崔
鴻
の
墓
誌
に
よ
る
と
、
彼
が
洛
陽
の
仁
信
里
に
て
亡
く
な
っ
た
の
は
孝
昌
元
年
（
五
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

＝
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
国
史
編
纂
の
任
に
あ
っ
た
の
は
わ
ず
か
二
年
弱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
崔
鴻
が
崔
光
か
ら
国
史
編
纂
の
後
継
者
に
指
名
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
伯
父
の
歴
史
認
識
を
最
も
よ
く

理
解
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
る
。
か
か
る
立
場
で
、
島
島
が
私
的
に
編
纂
し
て
い
た
の
が
『
十
六
国
春
秋
瞭
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

（
二
）
『
十
穴
國
春
秋
』
の
編
纂

北朝における東清河崔氏（梶山）

　
『
魏
書
励
雀
鴻
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
が
十
六
国
史
を
構
想
し
史
料
収
集
を
始
め
た
の
は
、
景
明
（
五
〇
〇
～
五
Ω
二
）
初
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

後
、
正
始
元
年
（
五
〇
六
）
ま
で
に
九
五
巻
を
書
き
上
げ
た
。
た
だ
、
成
漢
の
歴
史
を
記
し
た
常
壕
『
下
之
書
（
蜀
李
書
二
だ
け
が
手
に
入
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ず
、
編
纂
は
長
く
滞
っ
た
。
正
光
三
年
（
五
二
二
）
に
よ
う
や
く
そ
の
書
を
入
手
し
、
『
十
六
国
春
秋
㎞
全
一
〇
工
巻
を
完
成
さ
せ
た
。
で
は
、

撰
鴻
は
い
か
に
し
て
「
十
六
国
」
と
い
う
時
代
の
捉
え
方
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
『
令
書
隔
崔
鴻
伝
所
載

の
、
崔
鴻
が
宣
武
帝
に
こ
の
書
を
献
上
す
る
た
め
に
綴
っ
た
上
表
文
の
一
節
で
あ
る
。
以
下
、
少
々
長
く
な
る
が
引
用
す
る
（
カ
ッ
コ
内
は
語

釈
）
。

　
昔
、
晋
恵
競
わ
ず
、
華
麗
乱
れ
起
こ
る
、
三
帝
（
西
晋
の
恵
帝
・
懐
帝
・
懸
帝
）
制
を
姦
臣
に
受
け
、
二
丁
（
懐
帝
・
懲
帝
）
非
所
（
前
趙
の
都
夏
陽
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
か

　
す
）
に
婁
駕
す
、
五
都
（
長
安
・
謙
・
出
離
・
郷
・
洛
陽
）
蕪
条
し
、
鞠
ま
り
て
爆
燈
と
為
る
。
靴
直
既
に
長
蛇
と
為
り
、
遼
海
緬
に
殊
域
と
成
る
、
兵

　
を
窮
め
て
鋭
難
し
、
力
を
以
て
相
い
浴
す
、
中
原
主
無
き
こ
と
、
八
十
長
年
な
り
。
遺
晋
（
東
琴
を
指
す
）
は
僻
遠
に
し
て
、
勢
略
慰
籍
な
り
、
民
は
兵
革

　
に
残
せ
ら
れ
、
帰
期
す
る
所
摩
し
。
皇
魏
は
幽
代
に
龍
蔵
し
、
世
よ
公
劉
（
后
稜
の
後
。
塩
鱈
を
興
隆
さ
せ
た
）
を
篤
く
し
、
内
は
徳
政
を
修
め
、
外
は
諸
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偽
に
抗
う
。
挿
・
翼
（
井
州
と
翼
州
）
の
民
、
懐
宝
の
士
、
徴
負
し
て
至
る
者
日
月
相
い
尋
ぐ
、
邪
魔
（
と
も
に
今
の
陳
西
省
。
古
丁
壮
父
の
根
拠
地
）
の

太
王
（
古
公
豊
父
）
に
赴
き
、
識
歌
の
西
伯
（
周
の
文
王
）
に
帰
す
と
難
も
、
実
に
年
を
同
じ
う
し
て
語
る
べ
し
。
太
祖
道
武
皇
帝
は
神
武
の
姿
を
以
て
、

金
行
の
運
（
西
晋
を
指
す
）
を
接
ぎ
、
天
に
応
じ
民
に
順
い
、
龍
飛
し
て
命
を
受
く
。
太
宗
（
明
光
帝
）
は
世
を
必
し
光
を
重
ね
、
業
は
隆
ん
な
る
こ
と
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
な
ん

黙
な
り
。
世
祖
（
太
武
帝
）
は
雄
才
に
し
て
墨
絵
、
威
霊
を
關
懐
し
、
農
戦
兼
ね
て
修
め
、
氣
微
を
掃
謝
す
。
歳
四
紀
に
垂
と
し
て
、
簑
宇
一
同
せ
り
。
憺

耳
・
文
身
の
長
、
卉
服
・
断
髪
の
酋
、
朔
を
請
い
て
職
に
率
い
、
重
訳
も
て
来
期
せ
ざ
る
莫
し
。
隠
慰
鴻
済
の
沢
、
三
楽
撃
壌
の
歌
、
百
姓
始
め
て
陶
然
と

し
て
蘇
醸
し
、
尭
舜
の
世
に
欣
ぶ
を
得
た
り
。
晋
の
永
寧
よ
り
以
後
、
所
在
に
兵
を
称
し
、
競
い
て
自
ら
尊
び
樹
つ
と
難
も
、
而
し
て
能
く
邦
を
建
て
氏
に

命
じ
ら
れ
て
成
り
て
戦
国
と
為
る
者
、
十
有
六
家
な
り
。
善
悪
興
滅
の
形
、
用
兵
乖
会
の
勢
、
亦
た
以
て
之
を
将
来
に
垂
れ
、
昭
明
勧
戒
す
る
に
足
る
。
但

だ
諸
史
残
訣
し
、
体
例
全
か
ら
ず
、
編
録
紛
謬
し
、
奪
略
所
を
失
う
、
宜
し
く
審
ら
か
に
不
同
を
正
し
、
定
め
て
一
書
と
為
す
べ
し
。

　
西
晋
翠
陰
の
失
政
は
漢
族
や
胡
族
の
群
雄
乱
立
を
招
き
、
中
原
に
主
が
い
な
い
状
態
が
八
○
翌
年
に
も
及
ん
だ
。
東
晋
は
江
南
に
命
脈
を
保

っ
て
い
た
が
、
そ
の
勢
力
は
微
弱
で
あ
り
、
民
は
帰
順
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
「
皇
魏
」
は
ま
だ
代
の
地
で
「
龍
潜
」
し
て
い

る
状
態
で
あ
り
、
徳
を
も
っ
て
国
内
を
治
め
、
「
諸
偽
」
す
な
わ
ち
申
原
に
居
座
る
十
六
国
に
対
抗
し
て
い
た
。
雲
州
や
翼
州
の
民
は
兵
乱
を

避
け
て
次
々
に
代
国
に
や
っ
て
き
た
。
や
が
て
太
祖
道
武
帝
が
現
れ
て
、
「
金
行
の
運
」
西
晋
を
継
い
で
天
命
を
受
け
、
北
魏
を
建
国
し
て
中

原
に
進
出
し
た
。
太
宗
鼻
元
帝
を
経
て
、
世
祖
太
武
帝
の
時
代
に
中
原
を
統
一
し
、
平
和
の
世
が
現
出
し
た
。
西
晋
の
永
寧
年
間
（
三
〇
一
～

三
9
～
）
以
降
、
蜂
起
し
た
群
雄
は
数
多
い
が
、
そ
の
中
で
国
を
建
て
て
＝
疋
の
地
域
に
勢
力
を
張
っ
た
者
は
、
一
六
家
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の

国
々
が
繰
り
広
げ
た
興
亡
や
離
合
の
あ
り
さ
ま
を
記
録
す
る
こ
と
は
、
後
世
の
戒
め
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
欠
し
混
乱
を
極
め
て
い
る
各

国
の
史
書
を
整
理
し
、
体
例
を
整
え
て
一
書
に
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
が
こ
の
記
事
の
大
略
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
撰
鴻
の
自
国
史
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
崔
鴻
は
代
国
時
代
の
こ
と
を
「
龍
潜
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
太
祖
」
道
武
帝
に
至
っ
て
初
め
て
「
龍
飛
」
し
て
天
命
を
受
け
た
と
述
べ
る
。
「
龍
潜
」
と
は
天
子
と
な
る
べ
き
者
が
ま
だ
位
に
つ
か
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
潜
ん
で
い
る
こ
と
、
「
龍
飛
偏
と
は
帝
王
が
時
に
応
じ
て
天
子
に
即
位
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
「
龍
飛
」
の
後
の
「
受
命
」
と
い
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北朝における東清河崔氏（梶山）

う
表
現
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
は
自
ら
が
仕
え
る
北
魏
王
朝
は
道
武
帝
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ

た
李
彪
・
崔
光
の
国
史
と
軌
を
～
に
す
る
歴
史
認
識
で
あ
る
。
前
節
で
崔
鴻
は
崔
光
の
国
史
の
歴
史
認
識
を
最
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
人
物
で

あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
撰
鴻
は
確
か
に
国
史
に
関
し
て
伯
父
と
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
上
表
文
で
は
そ
う
し
た
自
国
史
認
識
を
示
し
た
上
で
、
西
晋
の
崩
壊
か
ら
北
魏
の
出
現
ま
で
の
間
に
中
原
に
割
拠
し
た
主
要
な
十
六
国
の
歴

史
を
一
括
す
る
と
い
う
主
旨
の
も
と
に
こ
の
書
を
編
纂
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
文
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
「
十
六
国
」
と

は
幽
光
の
国
史
を
前
提
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
歴
史
認
識
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
崔
鴻
は
崔
光
の
国
史
以
前
の
歴

史
を
ま
と
め
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
『
十
六
国
春
秋
』
を
編
纂
し
た
の
で
は
な
い
か
。
雷
光
の
甥
に
し
て
国
史
編
纂
の
後
継
者
と
い
う
彼
の

境
遇
を
も
勘
案
す
る
と
、
崔
鴻
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
『
魏
書
』
巻
六
七
、
崔
鴻
伝
、
お
よ
び
北
魏
孝
昌
二
年
（
五
二
六
）
「
雀
鴻
墓

　
誌
」
（
漸
漸
明
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
一
一
八
五
～
一
八
七
頁
）
。

②
噸
愚
書
㎞
巻
一
五
、
元
暉
伝
。

③
　
孝
日
国
二
年
（
五
二
論
ハ
）
　
「
崔
一
鴻
墓
難
脚
扁
。

④
　
　
隅
史
通
㎞
外
篇
巻
＝
一
、
古
今
正
史
に
よ
れ
ば
、
崔
鴻
は
「
江
東
」
で
同
書
を

　
入
手
し
た
と
い
う
。
常
瑳
は
初
め
成
漢
に
仕
え
、
後
に
東
晋
に
仕
え
て
㎎
漢
之

　
書
』
を
著
し
た
。
よ
っ
て
そ
の
書
は
華
北
で
は
な
く
江
南
に
あ
っ
た
。

⑤
「
龍
潜
」
は
姻
易
経
㎞
乾
に
門
潜
龍
勿
用
」
と
あ
る
の
を
典
拠
と
し
、
龍
徳
を

　
内
に
秘
め
た
聖
人
が
才
徳
を
軽
々
し
く
用
い
ず
身
を
隠
し
、
時
機
の
到
来
を
待
つ

　
こ
と
で
あ
る
。
門
龍
飛
」
も
『
易
経
』
乾
に
「
飛
龍
在
天
、
利
見
大
人
」
と
あ
る

　
の
を
典
拠
と
し
、
龍
徳
を
持
っ
た
聖
人
が
時
機
を
得
て
立
ち
上
が
り
、
天
位
に
つ

　
く
こ
と
を
指
す
。

第
四
章
　
　
『
十
六
国
春
秋
』
の
問
題
点
と
心
髄
後
期
の
歴
史
問
題

　
『
十
六
国
春
秋
幅
は
北
魏
に
お
い
て
は
批
判
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
。
崔
鴻
自
身
も
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
こ

の
書
の
公
開
を
悼
っ
て
い
た
。
『
調
書
』
崔
鴻
伝
に
よ
れ
ば
、
『
十
六
国
春
秋
』
が
抱
え
て
い
た
問
題
点
と
は
「
鴻
二
世
仕
江
左
、
故
不
録
恪

晋
・
劉
・
薫
壁
書
」
お
よ
び
「
其
書
有
与
国
二
相
渉
、
雷
多
失
体
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
お
よ
び
そ
こ
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
北
魏
後
期
の
歴
史
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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（一

j
「
鴻
二
世
仕
江
左
、
故
不
録
僧
晋
・
劉
・
蕪
之
書
」
に
つ
い
て
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崔
鴻
は
祖
先
が
二
代
に
わ
た
っ
て
江
南
の
東
漸
南
朝
に
仕
え
て
い
た
の
で
東
晋
南
朝
を
密
か
に
思
慕
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
そ
れ
ら
を
非
正

統
の
十
六
国
と
一
括
し
て
記
録
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
記
述
の
含
意
で
あ
る
。
罷
鴻
が
本
当
に
東
晋
南
朝
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

特
別
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
こ
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
十
六
国
春
秋
』
に
東
晋
南
朝
の
歴
史
が
収

録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
が
出
た
背
後
に
は
、
十
六
国
の
歴
史
は
東
晋
や
宋
・
斉
・
梁

の
歴
史
と
一
括
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
歴
史
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
認
識
が
表
現
さ
れ
て

い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
魏
収
『
図
書
輪
な
の
で
あ
る
。
『
笹
書
蜘
を
み
る
と
、
巻
九
五
～
九
九
に
十
六
国
君
主
の
列
伝
が
東
晋
・
宋
・
斉
・

梁
の
君
主
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
と
次
頁
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
は
ま
さ
に
、
『
十
六
国
春
秋
』
の
「
不
録
悟
晋
・
劉
・
篇
之
書
」
と
い
う
問
題
点
を
是
正
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
五
胡
の

諸
君
主
を
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
名
を
冠
し
て
称
し
、
南
朝
の
君
主
を
「
島
夷
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
華
夷
観
念
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
が
『
早
書
蜘
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
六
国
も
東
晋
・
宋
・
斉
・
梁
も
す
べ
て
北

魏
史
の
一
部
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
十
六
国
・
東
園
・
宋
・
斉
・
梁
は
み
な
中
華
の
正
統
王
朝
た
る
北
魏
に
服
属
す
べ

き
に
も
か
か
わ
ら
ず
敵
対
し
て
い
た
「
夷
秋
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
『
聖
書
螂
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
『
十
六
国
春

上
覧
に
東
普
南
朝
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
は
、
言
い
か
え
れ
ば
中
華
王
朝
た
る
北
魏
の
国
史
の
中
に
東
晋
・
宋
・
斉
・
梁
と
と

も
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
十
六
国
を
、
「
十
六
国
」
と
い
う
独
自
の
一
十
代
と
し
て
切
り
取
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
、
罷
光
の
国
史
は
孝
文
帝
の
廟
号
改
革
に
基
づ
い
て
代
と
魏
を
区
別
し
、
「
太
祖
」
道
武
帝
以
降
を
叙
述
対
象

と
す
る
警
護
王
朝
史
の
構
築
を
目
指
し
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
北
魏
以
前
の
時
代
を
扱
う
径
鴻
『
十
六
国
春
秋
蜘
が
生
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ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
お
そ
ら
く
羅
光
国
史
に
は
十
六
国
は
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
『
追
書
』
も
「
太

祖
」
道
武
帝
以
降
が
叙
述
の
中
心
で
あ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
国
時
代
か
ら
北
魏
時
代
に
存
在
し
た
十
六
国
・
東
晋
・
宋
・
斉
・

梁
を
一
括
し
て
北
魏
史
の
一
部
と
し
て
収
録
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
代
と
魏
の
連
続
性
を
も
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
と
も
に

孝
文
帝
の
廟
号
改
革
を
基
礎
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
粟
国
・
十
六
国
に
つ
い
て
は
捉
え
方
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
魏
書
』
は
魏
に
重
心
を
置
き
つ
つ
、
代
の
存
在
に
も
配
慮
し
た
筆
法
と
い
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
寵
光
・
崔
鴻
の
歴
史
認
識
で
は
代

国
を
軽
視
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
「
十
六
國
し
と
い
う
独
自
の
一
時
代
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
、
そ
の
時
代
の
主
役
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
国
で
あ
っ
た
と
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
、
十
六
国
と
同
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存
在
し
て
い
た
代
任
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
う
る
筆
法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
は
西
晋
滅
亡
か
ら
北
魏
建
国
ま
で
の
間
に
中
原
の
主
役
で
あ
っ
た
の
は
確
か
に
十
六
国
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
代
国
は
ま
だ
漠
北
に
拠
る
一
勢
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
代
国
は
三
七
六
年
間
前
秦

轍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
魏
書
画
の
よ
う
に
十
六
国
を
北
魏
史
の
一
部
と
し
て

桝
　
　
　
　
　
叙
述
す
・
の
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
殉
『
＋
六
国
春
秋
』
の
ほ
う
が
現
実
に
即
し
た
時
代
の
捉

杭
　
　
　
　
　
　
え
方
な
の
で
あ
る
・
と
は
い
え
・
北
魏
後
期
に
お
い
て
は
、
『
†
ハ
国
春
秋
』
の
筆
法
は
特
に
代

価
　
　
　
　
　
　
国
風
帝
の
子
孫
や
「
代
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
あ
反
発
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
・
そ
れ
を
表
わ
す
の

捲
　
　
　
　
　
　
が
・
『
浄
書
』
巻
八
　
・
擢
伝
に
み
え
る
次
の
記
事
で
あ
る
・

囎
　
　
　
　
酩
　
国
史
は
巌
巌
審
議
幽
牽
李
彪
塵
光
自
り
撲
諸
人
相
継
ぎ
て
撰
録
嚢
髪
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鏑
　
　
　
偉
等
、
驚
い
て
上
越
王
盗
塁
及
び
爾
朱
世
隆
に
説
き
て
以
為
え
ら
く
、
贋
国
書
は
正
応
に
代
人
も
て
修
紺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
　
　
　
す
べ
し
、
宜
し
く
之
を
籐
人
に
委
ぬ
べ
か
ら
ず
。
」
と
。
是
を
以
て
儒
・
上
等
更
わ
り
て
大
籍
を
旧
る
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
を
守
る
の
み
、
初
め
よ
り
面
心
無
し
。
故
に
犠
鴻
死
し
て
自
り
後
、
偉
の
身
の
終
る
迄
、
二
十
許
り

巻九五
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の
載
、
時
事
蕩
然
に
し
て
、
万
に
一
も
記
さ
ず
、
後
人
筆
を
執
る
に
、
懸
撫
す
る
所
無
し
。
史
の
遺
闘
は
、
偉
の
由
な
り
。

　
こ
れ
は
北
魏
末
期
の
こ
と
、
代
人
の
悪
運
と
山
偉
ら
は
、
代
の
平
文
帝
の
子
孫
で
あ
っ
た
元
血
漿
と
晧
の
権
力
者
の
爾
朱
世
隆
に
「
国
史
は

代
人
が
編
纂
す
べ
き
で
あ
る
」
と
進
言
し
た
。
か
く
し
て
北
嶺
末
か
ら
東
部
に
お
い
て
は
、
山
偉
を
は
じ
め
と
す
る
代
人
が
漢
人
に
か
わ
っ
て

国
史
編
纂
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
山
眉
ら
の
国
史
事
業
は
「
万
に
一
も
記
さ
な
い
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
こ
の
た
め
麗
鴻
が
死
去
し

て
以
後
の
二
〇
年
ほ
ど
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
依
拠
す
べ
き
史
料
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
漢
人
が
担
っ
て
き
た
国
史
事
業
に

対
す
る
代
人
側
か
ら
の
推
否
反
応
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
非
難
の
矛
先
は
特
に
当
時
最
新
の
国
史
で
あ
っ
た
崔
光
の
国
史
に
向
け
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
北
魏
後
期
に
は
自
国
史
を
め
ぐ
っ
て
漢
人
と
代
人
の
問
で
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
の
争
点
と
し
て
、
代
国
は
国
史
の
～
部
か

否
か
と
い
う
問
題
が
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
連
で
、
十
六
国
は
国
史
の
一
部
か
否
か
も
ま
た
敏
感
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
懸
念
し
、
…
崔
鴻
は
こ
の
書
の
公
開
を
慨
　
つ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
「
其
馨
有
興
国
初
相
渉
、
雪
口
多
失
体
」
に
つ
い
て

　
『
十
六
国
春
秋
扇
の
内
容
は
「
国
初
」
の
歴
史
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
記
述
に
「
失
体
」
が
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
失
体
」
に
つ
い

て
は
周
一
良
氏
の
研
究
が
あ
る
。
周
氏
は
『
十
六
国
春
秋
』
の
「
失
体
」
と
は
太
武
帝
期
の
雀
浩
国
史
事
件
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
国
史
を

直
筆
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
前
秦
の
符
堅
が
代
署
を
滅
ぼ
し
た
一
件
が
『
十
六
国
春
秋
』
に
書
か
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
例
に
取
り
、
北
魏
宗
室
の
属
辱
的
な
過
去
を
潭
ら
ず
に
直
筆
し
た
こ
と
が
『
十
六
国
春
秋
隔
の
「
失
体
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
述
べ
た
。
確
か

に
、
周
氏
が
指
摘
し
た
点
も
北
魏
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
失
体
」
の
語
義
は
体
裁
や
形
式
が
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

切
で
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
周
氏
が
挙
げ
た
一
件
が
果
た
し
て
「
失
体
」
に
該
当
し
た
の
か
は
疑
問
が
残
る
。
「
失
体
」
と

は
そ
の
よ
う
な
個
別
の
史
実
に
関
す
る
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
叙
述
の
体
裁
の
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。

　
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
十
六
国
春
秋
』
の
「
失
体
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
も
取
り
上
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げ
た
『
魏
書
上
巻
九
五
～
九
九
の
十
六
国
君
主
伝
を
『
十
六
国
春
秋
嚇
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
両
者

を
叙
述
の
体
裁
に
お
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
明
確
に
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
年
号
の
処
理
で
あ
る
。
『
十
六
国
春
秋
』
は
、
十
六
国

各
国
が
称
し
た
年
号
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
歴
史
叙
述
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
現
存
す
る
『
十
六
国
春
秋
』
の
秩
文
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
上
書
』
の
十
六
国
馬
主
の
列
伝
で
は
十
六
国
各
国
が
称
し
た
年
号
を
用
い
ず
、
す
べ
て
白
垂
と
北
魏
の
年
号
に
読
み
替

え
て
い
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
よ
う
。

　
i
、
西
暦
三
二
九
年
、
前
趙
滅
亡
の
際
、
劉
曜
の
太
子
劉
砒
ら
が
豊
州
に
逃
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
。

　
　
　
因
劇
國
…
（
書
初
）
＋
二
年
正
貝
鐘
既
・
大
壷
虜
王
胤
譲
欲
力
量
州
手
合
運
上
恥

　
　
　
團
…
…
烈
帝
元
年
曜
子
撃
書
纂
婁
西
走
秦
や

　
・
1
1
、
西
暦
三
五
一
年
、
前
秦
の
符
健
が
天
王
に
即
位
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。

　
　
　
ロ
因
機
－
皇
莞
年
正
尺
舗
杢
位
蓄
電
郊
大
韓
改
選
和
牽
為
暑
元
や

　
　
　
圏
劇
…
…
－
建
国
＋
四
年
乃
催
称
量
・
号
苦
塔
国
号
大
豊
宝
鑑

　
…
m
、
西
暦
三
八
六
年
、
後
燕
の
慕
容
垂
が
皇
帝
に
即
位
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。

　
　
　
団
團
㈱
－
鑑
ハ
元
歪
尺
黎
繋
駕
正
尊
・
互
辛
9
一
欝
皇
帝
位
於
南
恥

　
　
　
團
…
…
…
登
国
元
年
垂
悟
称
大
嘆
号
年
為
建
恥

　
以
上
は
い
ず
れ
も
同
一
の
史
事
に
関
す
る
著
書
の
記
述
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
『
十
六
国
春
秋
』
の
各
録
で
は
十
六

国
の
各
富
津
が
称
し
た
年
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
一
方
、
『
魏
書
』
で
は
、
代
国
時
代
の
場
合
に
は
、
年
号
を
称
す
る
以
前
に
つ
い

て
は
例
え
ば
「
烈
帝
元
年
」
と
い
う
よ
う
に
譲
国
の
君
主
の
在
位
何
年
目
に
当
た
る
か
で
換
算
し
て
表
記
し
、
昭
成
帝
が
「
建
国
」
と
建
元
し

て
以
降
は
代
国
の
年
号
を
用
い
、
道
武
帝
以
降
は
丁
霊
の
年
号
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
六
国
史
を
編
年
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
十
六
国
春

秋
瞳
は
十
六
国
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
十
六
国
史
を
叙
述
す
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
砂
書
』
は
代
・
魏
の
立
場
か
ら
十
六
国
史
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を
叙
述
す
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
『
十
六
国
春
昏
晦
の
筆
法
は
十
六
国
そ
れ
ぞ
れ
を
主
役
に
し
た
歴
史
叙
述
を
心
掛
け
た
結
果

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
代
国
・
北
魏
を
軽
視
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
叙
述
姿
勢
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
年
号
処
理

は
「
失
体
」
に
該
当
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
た
だ
、
握
鴻
は
こ
れ
に
つ
い
て
対
策
も
し
て
い
た
。
荊
謹
書
晦
巻
六
七
、
野
墓
伝
所
載
の
上
表
文
に
「
臣
又
た
別
に
早
智
一
巻
・
年
表
一
巻

を
作
り
、
仰
ぎ
て
皇
朝
統
括
の
大
義
を
表
わ
し
、
術
し
て
愚
臣
著
録
の
黒
体
を
明
ら
か
に
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
十
六
国
春
秋
幅
に

は
本
編
一
〇
〇
巻
の
他
に
上
例
一
巻
と
年
表
～
巻
が
あ
っ
た
。
こ
の
年
表
は
す
で
に
散
侠
し
て
お
り
現
在
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
十
六
国

各
国
の
出
来
事
が
北
魏
の
年
号
で
は
何
年
に
当
た
る
か
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
『
魏
書
』
撰
鴻
伝
に
は
そ
の
こ
と
を
示
す

以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
鴻
、
経
綜
既
に
広
き
も
、
多
く
違
算
有
り
。
太
祖
天
興
二
年
（
三
九
九
）
、
挑
興
号
を
改
む
る
の
如
き
に
至
り
て
は
、
鴻
以
て
改
む
る
は
元
年
に
在
り
と
為

　
す
。
太
宗
永
興
二
年
（
四
一
〇
）
、
娯
楽
超
広
固
に
論
え
ら
る
は
、
鴻
又
た
以
て
事
は
元
年
に
在
り
と
為
す
。
太
常
二
年
（
四
一
七
）
、
挑
泓
長
安
に
敗
れ
る
、

　
而
し
て
鴻
亦
た
以
て
滅
ぶ
は
元
年
に
在
り
と
為
す
。
此
の
如
き
の
失
、
多
く
考
正
せ
ず
。

　
こ
こ
で
は
、
『
十
六
国
春
秋
輪
で
撰
鴻
が
十
六
国
の
出
来
事
を
北
魏
の
年
号
に
繋
い
だ
際
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
糧
鴻

が
十
六
国
の
出
来
事
を
北
魏
の
年
号
で
編
年
す
る
作
業
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
先
に
事
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
『
十
六
国
春

秋
』
の
各
録
で
は
十
六
国
が
称
し
た
年
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
記
事
が
書
か
れ
て
お
り
、
北
嶺
の
年
号
へ
の
読
み
替
え
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

と
な
る
と
、
こ
の
記
事
に
い
う
繋
年
作
業
は
お
そ
ら
く
年
表
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
崔
鴻
は
十
六
国
の
出
来
事
を
北
魏
の
年

号
で
編
年
し
た
年
表
を
作
る
こ
と
に
よ
り
、
評
説
の
正
統
性
に
配
慮
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
そ
の
場
合
、
道
武
帝
が
登
国
元
年
（
三
八
六
）
に
影
響
を
称
し
て
か
ら
太
武
帝
が
金
筋
五
年
（
四
三
九
）
に
北
涼
を
滅
ぼ
し
て
華
北
を
統

一
す
る
ま
で
の
約
五
〇
年
間
に
つ
い
て
は
、
北
魏
の
年
号
に
基
づ
い
て
年
表
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
つ
い
て
は
ど
の
よ

う
に
処
理
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
劉
知
幾
『
史
通
』
内
篇
巻
七
、
探
蹟
に
み
え
る
以
下
の
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記
述
で
あ
る
。

　
且
つ
鴻
書
の
紀
綱
を
観
る
に
、
皆
な
晋
を
以
て
主
と
為
す
、
猶
お
叢
書
の
呉
・
項
を
載
す
る
に
、
必
ず
漢
の
年
に
繋
ぎ
、
陳
志
の
孫
・
劉
を
述
ぶ
る
に
、
皆

　
な
魏
の
世
を
宗
と
す
る
が
ご
と
し
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
十
六
国
春
秋
日
の
大
綱
は
す
べ
て
晋
を
も
っ
て
主
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
漢
書
』
が
呉
広
や
項
羽
の
こ
と
を
記
載
す

る
の
に
漢
の
年
代
を
用
い
、
ま
た
『
三
国
志
』
が
呉
や
蜀
の
こ
と
を
記
述
す
る
の
に
全
て
魏
を
中
心
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
『
十
六
国
春
秋
』
の
本
文
で
は
十
六
国
の
年
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
晋
を
以

て
主
と
為
す
」
と
は
、
年
表
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
羅
鴻
は
『
十
六
国
春
秋
』
の
年
表
の
中
で
、
北
魏
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

前
の
部
分
に
つ
い
て
は
西
晋
と
東
晋
の
年
号
を
用
い
て
十
六
国
の
出
来
事
を
編
年
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
道
武
帝
以
降
の

部
分
に
つ
い
て
は
ま
だ
東
晋
が
存
続
し
て
い
た
が
、
東
晋
で
は
な
く
北
魏
の
年
号
に
切
り
替
え
て
編
年
し
て
い
た
こ
と
は
前
掲
の
史
料
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
の
で
、
東
晋
の
年
号
を
用
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
北
端
が
出
現
す
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
遣
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
崔
鴻
は

北
風
以
前
の
時
期
に
関
し
て
は
代
国
よ
り
も
む
し
ろ
晋
を
正
統
王
朝
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
西
晋
は
よ
い
と
し
て
も
、
東
晋
を
正
統

王
朝
と
す
る
こ
と
は
代
国
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
た
叙
述
形
式
、
す
な
わ
ち
「
失
体
」
に
該
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

北朝における東清河崔氏（梶山）

①
　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
唐
の
劉
知
幾
が
『
史
通
臨
の
中
で
異
議
を
唱
え
、
実
際

　
に
は
羅
鴻
は
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

　
『
型
通
㎞
内
篇
巻
七
、
探
蹴
に
は
、
『
十
六
国
春
秋
㎞
に
東
晋
南
朝
を
収
録
し
な

　
か
っ
た
崔
鴻
の
筆
法
に
つ
い
て
、
葦
原
に
統
治
者
が
お
ら
ず
、
各
地
に
群
雄
が
割

　
食
す
る
動
乱
の
時
代
の
歴
史
を
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、

　
孔
子
や
南
史
（
春
秋
時
代
の
斉
の
史
官
。
直
筆
で
有
名
。
）
で
も
こ
れ
に
反
対
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
つ
づ
い
て
、
も
し
魏
収
が
書
う
よ
う

　
に
崔
鴻
の
曾
祖
父
崔
鑛
と
祖
父
糧
霊
延
が
南
朝
の
宋
に
仕
え
た
た
め
に
、
羅
鴻
が

　
南
朝
に
私
情
を
は
さ
ん
だ
の
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
曾
祖
父
崔
畷
が
宋
に
帰
順
す
る

　
前
に
仕
え
て
い
た
南
燕
に
つ
い
て
は
、
私
情
を
差
し
挟
ま
ず
に
『
十
六
国
春
秋
隔

　
に
収
録
し
て
い
る
の
か
と
述
べ
、
魏
収
の
書
葉
は
理
屈
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と

　
す
る
。
そ
の
上
で
、
魏
収
は
『
魏
書
㎞
に
南
朝
を
「
島
夷
扁
と
し
て
列
伝
に
並
べ

　
て
お
り
、
中
原
の
書
物
が
南
朝
を
尊
ぶ
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
羅
鴻
の

　
意
図
に
か
こ
つ
け
て
、
北
魏
の
南
朝
に
対
す
る
引
け
目
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
の

　
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
以
上
の
史
料
解
釈
は
、
西
脇
常
記
訳
注
『
史
通
内
篇
睡

　
（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
た
。

②
『
魏
書
幽
は
『
十
六
国
春
秋
隔
の
十
六
国
を
網
羅
し
て
お
り
、
魏
収
は
『
十
六

　
国
春
秋
隔
を
意
識
し
て
こ
の
部
分
を
構
成
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
そ
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れ
以
外
に
十
六
国
に
は
含
ま
れ
な
い
西
下
を
も
立
録
し
て
お
り
、
こ
れ
は
魏
収
が

　
独
自
に
加
え
た
も
の
と
目
さ
れ
る
。
そ
の
意
図
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
北

　
魏
建
国
時
に
国
号
が
議
論
さ
れ
た
際
に
、
西
燕
の
慕
容
永
が
「
魏
土
」
を
進
奉
し

　
て
き
た
こ
と
が
国
号
を
「
魏
」
と
定
め
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

　
（
『
魏
誉
』
巻
二
四
、
崔
玄
伯
伝
）
。
つ
ま
り
北
魏
に
と
っ
て
国
号
制
定
の
上
で
西

　
燕
の
存
在
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の
た
め
に
魏

　
収
は
特
に
西
燕
を
立
伝
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

③
こ
の
点
は
す
で
に
劉
知
幾
も
指
摘
す
る
。
隅
姦
通
脚
内
篇
巻
四
、
断
限
に
は

　
「
五
胡
制
を
称
え
て
謬
り
、
四
海
宅
を
殊
に
す
。
江
左
既
に
正
朔
を
承
け
、
彼
の

　
魏
胡
を
斥
く
。
故
に
琢
莞
も
て
録
有
り
、
索
虜
も
て
伝
を
成
す
。
魏
は
本
雑
種
よ

　
り
繊
で
、
窃
か
に
湿
た
自
ら
真
君
と
号
す
。
其
の
史
は
本
朝
に
党
附
し
、
思
い
で

　
前
作
を
凌
駕
せ
ん
と
欲
し
、
遂
に
乃
ち
南
は
典
午
を
籠
め
、
北
は
諸
偽
を
呑
み
て
、

　
翠
盗
に
比
し
、
尽
く
伝
中
に
入
る
。
但
だ
有
晋
の
元
明
の
時
、
中
原
の
山
嵐
の
代

　
に
当
た
り
て
は
、
元
氏
膜
拝
稽
首
し
、
自
ら
臣
妾
と
同
じ
く
す
る
に
、
而
し
て
反

　
っ
て
之
を
伝
に
列
す
る
は
何
ぞ
厚
顔
の
甚
だ
し
き
や
。
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
『
魏
幽
畠
は
南
は
東
晋
を
包
み
こ
み
、
北
は
諸
々
の
胡
族
を
含
み
、
彼
ら
を
群
盗

　
に
な
ぞ
ら
え
て
列
伝
の
中
に
入
れ
込
ん
だ
。
し
か
し
東
晋
時
代
は
中
原
の
地
に
あ

　
っ
て
は
域
族
符
氏
の
前
秦
、
莞
族
眺
氏
の
後
秦
、
旬
奴
劉
氏
の
前
号
、
錫
族
石
氏

　
の
後
趙
の
特
代
で
あ
り
、
北
魏
は
そ
れ
ら
の
王
朝
に
敬
礼
し
て
仕
え
る
臣
下
の
身

　
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
逆
に
そ
れ
ら
を
列
伝
の
中
に
置
い
て
い

　
る
の
は
、
厚
顔
無
恥
も
甚
だ
し
い
と
述
べ
る
。
な
お
以
上
の
史
料
解
釈
は
、
酋
脇

　
常
記
訳
注
『
史
通
内
篇
』
（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
た
。

④
周
一
良
『
魏
晋
南
北
朝
史
札
記
軌
（
『
周
一
良
集
撫
第
単
巻
、
遼
寧
教
育
出
版
社
、

　
一
九
九
八
年
。
初
出
一
九
八
五
年
）
の
「
『
魏
書
臨
札
記
」
の
「
浩
浩
国
史
之
獄
」

　
参
照
。

⑤
門
失
体
」
の
用
傍
は
欄
重
書
臨
中
に
も
う
～
例
あ
る
。
そ
れ
は
巻
八
一
、
劉
仁

　
之
伝
の
「
性
文
字
を
好
む
、
吏
聖
体
を
失
う
に
、
便
ち
鞭
燵
を
潴
え
ら
れ
、
琶
韻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

　
微
詑
す
る
も
、
亦
た
錘
楚
せ
ら
る
、
吏
民
之
を
調
う
。
一
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
い
う
「
失
体
偏
と
は
役
人
の
書
い
た
文
字
の
字
体
が
標
準
に
合
わ
な
い
と

　
い
う
意
味
で
あ
る
。

⑥
『
太
平
御
覧
』
巻
＝
九
、
偏
述
部
三
、
崔
石
田
十
六
国
春
強
剛
五
爵
録
。

⑦
『
魏
書
臨
巻
九
五
、
劉
曜
伝
。

⑧
『
太
平
御
覧
蝕
巻
＝
＝
、
偏
式
部
五
、
糧
鴻
『
十
六
国
春
秋
葱
前
無
論
。

⑨
『
魏
書
葱
巻
九
五
、
符
健
伝
。

⑩
凹
太
平
御
覧
㎞
巻
＝
　
五
、
偏
覇
部
九
、
崔
鴻
『
十
六
国
春
秋
』
後
燕
録
。

⑪
噸
叢
書
㎞
巻
九
五
、
面
容
塾
伝
。

⑫
な
お
、
清
の
湯
球
果
㎎
十
六
国
春
秋
輯
糠
撫
で
は
年
表
も
塞
7
0
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
こ
で
は
道
武
帝
以
前
は
西
晋
・
東
習
の
年
号
を
用
い
、
道
武
帝
以
降
は
北
魏
と

　
東
雲
・
記
号
の
年
号
を
併
記
し
て
い
る
。
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第
五
章
東
清
河
崔
氏
の
衰
退

墓
誌
を
手
が
か
り
に

　
崔
光
と
崔
鴻
の
活
躍
に
よ
り
北
魏
後
期
に
お
い
て
繁
栄
を
築
い
た
東
清
河
崔
氏
一
族
で
あ
っ
た
が
、
漢
化
の
政
治
路
線
に
対
し
て
反
動
が
起

き
た
発
禁
末
期
以
降
、
そ
の
繁
栄
は
覆
り
、
特
に
崔
鴻
の
～
族
は
急
速
に
衰
退
し
て
ゆ
く
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
正
史
に
は
ほ
と
ん
ど
記
載

が
な
い
が
、
山
東
臨
瀦
北
朝
騰
馬
墓
群
か
ら
出
土
し
た
一
族
の
墓
誌
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
撰
鴻
の
嫡
子
の
車
田
と
、
崔
鴻
の
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弟
崔
鵬
の
息
子
で
あ
る
崔
博
・
崔
徳
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）
崔
　
　
　
混

　
雀
混
（
字
講
元
、
五
〇
五
～
五
三
八
）
は
『
魏
書
』
崔
鴻
伝
の
宋
尾
に
、
永
安
年
間
（
五
二
八
～
五
三
〇
）
に
父
の
『
十
六
国
春
秋
』
を
朝
廷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

献
上
し
た
人
物
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
「
迷
信
墓
誌
偏
に
詳
し
く
記
さ
れ
る
。
岡
墓
誌
の
第
九
～
一
〇
行
語
に
は
「
永
安
二

年
、
秘
書
郎
を
訂
す
。
潔
い
で
中
詔
を
被
り
て
、
史
を
渠
閣
に
参
ず
。
」
と
あ
り
、
永
安
二
年
（
五
二
九
）
に
秘
書
郎
と
な
り
、
国
史
編
纂
に
参

与
し
た
。
『
十
六
国
春
秋
』
を
献
上
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
爾
朱
兆
・
爾
朱
世
隆
ら
に
よ
る
孝
細
註
殺
害
を
機
に
官
を
辞
し

て
帰
郷
し
た
。
そ
し
て
東
平
初
め
に
至
り
、
彼
は
反
乱
に
関
与
す
る
。
墓
誌
の
第
一
四
～
一
七
行
目
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
天
平
之
季
、
王
略
未
康
、
霧
三
園
秦
、
鼠
結
漢
鄭
、
亭
三
夜
挙
、
伝
鼓
朝
朝
。
海
代
之
間
、
地
牟
百
二
、
山
川
湛
湛
、
無
二
西
京
。
負
阻
垂
衣
、
紛
或
易
起
、

　
翻
案
群
兇
、
書
置
不
逞
。
以
君
徳
望
二
重
、
物
情
所
属
、
希
籍
声
援
、
潜
来
推
逼
。
線
虫
在
疾
、
守
髄
三
重
、
露
出
不
虞
、
変
起
慮
外
、
造
次
之
問
、
未
能

　
自
抜
、
遂
被
推
迫
、
低
眉
憲
手
。
然
泣
臨
如
常
、
譲
繧
不
解
、
蓬
温
血
宿
、
方
免
射
狼
。

　
　
天
平
の
季
、
王
略
歴
だ
麟
ら
か
な
ら
ず
、
霧
は
晴
秦
に
委
ね
、
獄
は
淡
鄭
に
結
す
、
亭
劇
毒
に
挙
が
り
、
伝
鼓
朝
に
聞
こ
ゆ
。
当
代
の
間
、
地
は
百
二
に
魁

　
　
し
く
、
山
川
は
暴
落
な
り
、
勢
は
西
京
に
擬
す
。
阻
を
負
い
間
に
乗
じ
、
紛
或
は
起
き
易
し
、
忽
ち
群
兇
有
り
、
密
か
に
不
逞
を
置
る
。
慰
は
徳
望
既
に
重

　
　
く
、
物
情
属
す
る
所
な
る
を
以
て
、
声
援
を
籍
る
を
希
い
、
潜
か
に
来
り
て
推
し
逼
る
。
霜
、
時
に
疾
に
在
り
、
几
莚
を
守
り
侍
す
、
事
は
不
虞
よ
り
出
で
、

　
　
変
は
慮
外
よ
り
起
こ
る
、
造
次
の
間
、
朱
だ
自
暴
す
る
能
わ
ず
、
遂
に
推
し
迫
る
を
被
り
て
、
眉
を
最
手
に
低
る
。
然
れ
ど
も
泣
き
て
臨
む
は
常
の
如
し
、

　
　
綾
姪
解
か
ず
、
蓬
ち
に
信
宿
を
鍮
え
、
方
に
射
狼
を
免
る
。

　
天
平
年
間
（
五
三
五
～
五
三
七
）
の
末
年
、
東
魏
の
統
治
が
不
安
定
に
な
る
と
、
地
勢
が
険
し
く
反
乱
が
起
こ
り
や
す
い
青
図
地
方
で
は
果
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
反
乱
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
時
、
雀
混
は
母
の
死
に
よ
り
喪
に
服
し
て
い
た
が
、
廿
里
に
迫
ら
れ
て
心
な
ら
ず
も
従
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
服

喪
す
る
こ
と
は
前
と
変
わ
ら
ず
、
こ
の
た
め
や
が
て
反
賊
は
去
っ
た
と
い
う
。
墓
誌
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、
崔
混
が
反
乱
収
東
後
に
大
赦
に
よ
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③

っ
て
免
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
し
彼
は
自
ら
の
行
為
を
深
く
後
悔
し
、
食
事
も
喉
を
通
ら
ず
泣
き
腫
ら
し
、
元
象
元
年
（
五
三
八
）
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
に
わ

に
三
四
歳
で
「
奄
か
に
物
故
に
至
る
」
と
記
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
件
に
つ
い
て
『
兵
書
』
崔
夏
虫
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぬ
か

　
子
元
後
に
反
を
謀
る
も
、
事
発
れ
て
逃
窺
す
、
赦
に
会
い
て
免
る
。
尋
い
で
其
の
叔
鵬
の
殺
す
所
と
為
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
崔
混
は
反
乱
を
企
て
た
が
事
前
に
発
覚
し
て
逃
亡
し
た
と
い
う
。
誰
か
の
反
乱
に
加
担
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
反
乱

を
企
て
た
の
か
、
両
史
料
の
記
す
と
こ
ろ
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
真
相
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
と
も
か
く
も
径
混
が
当
時
謀
反
人
と

見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
大
赦
に
よ
っ
て
罪
を
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
墓
誌
と
『
魏
書
誌
と
も
に
記
載
が
あ
る
。
し
か
し

『
魏
書
』
に
よ
れ
ば
、
羅
混
は
そ
の
後
ま
も
な
く
叔
父
崔
鵬
に
殺
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
雀
鵬
は
謀
反
人

を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
一
族
の
立
場
の
悪
化
を
懸
念
し
、
東
道
に
対
し
て
忠
誠
心
を
示
す
た
め
に
豊
平
を
殺
し
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
、
す
で
に
大
赦
に
あ
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
以
上
、
謀
反
の
み
を
理
由
に
し
て
殺
し
た
と
い
う
の
は
や
や
疑
問
が
残
る
。

　
実
は
崔
混
は
も
う
一
つ
、
一
族
の
立
場
の
悪
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
『
十
六
国
春
並
幅
の
公
開
で
あ
る
。

事
態
末
に
彼
に
よ
っ
て
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
こ
の
書
に
対
し
て
、
東
魏
に
な
る
と
批
判
が
噴
出
し
た
。
『
北
史
』
巻
四
四
、
崔
肇
師
伝
に
そ
れ

を
示
す
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
斉
文
嚢
嘗
て
「
肇
耳
玉
に
諌
す
べ
し
」
と
言
う
。
左
右
其
の
故
を
問
う
。
曰
く
「
囲
池
『
十
六
国
春
秋
輪
は
諸
の
信
偽
を
罪
し
て
江
東
に
及
ば
ず
。
」
と
。

　
左
右
田
く
「
肇
師
は
鴻
と
別
族
な
り
。
偏
と
。
乃
ち
止
む
。

　
心
事
時
代
の
こ
と
、
具
体
的
な
蒔
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
斉
文
褻
」
す
な
わ
ち
高
著
が
「
罷
肇
師
を
謙
殺
す
べ
し
。
」
と
安
い
出
し
た
。
側

仕
え
の
者
が
そ
の
理
由
を
問
う
と
、
高
澄
は
「
崔
鴻
『
十
六
国
春
秋
繍
が
諸
々
の
非
正
統
国
の
歴
史
を
叙
述
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
東
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

王
朝
の
歴
史
を
書
い
て
い
な
い
か
ら
だ
。
」
と
答
え
た
。
た
だ
崔
肇
師
は
清
河
羅
氏
で
も
撰
鴻
と
は
別
の
家
系
の
出
身
だ
っ
た
た
め
、
諌
殺
を

免
れ
た
と
い
う
。
こ
の
逸
話
は
前
後
の
状
況
が
わ
か
ら
ず
、
一
体
い
か
な
る
経
緯
で
高
砂
が
こ
の
発
雷
に
至
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
こ
こ
か
ら
、
崔
鴻
が
『
十
六
国
春
秋
幅
に
東
晋
南
朝
の
記
録
を
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
当
時
一
族
の
謙
殺
の
話
が
出
る
ほ
ど
の
罪
過
と
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み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
馬
は
高
歓
の
子
で
あ
り
、
天
平
三
年
（
五
三
六
）
に
郷
都
に
至
っ
て
「
入
電
朝
政
偏
し
て
い
た
人
物
で

あ
る
。
そ
の
権
力
者
か
ら
醤
を
付
け
ら
れ
て
い
た
と
な
る
と
、
一
族
に
は
「
『
十
六
国
春
秋
』
と
い
う
問
題
の
書
を
作
っ
た
崔
鴻
の
親
族
」
と

い
う
汚
名
が
着
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
崔
鵬
は
こ
う
し
た
汚
名
を
雲
ぐ
た
め
に
、
羅
混
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
崔
混
の
殺

害
を
以
て
し
て
も
、
｝
族
は
苦
境
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
馬
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
二
）
崔
博
と
壷
徳

　
激
雷
（
五
一
八
～
五
七
三
）
と
崔
徳
（
五
二
三
～
五
六
五
）
は
と
も
に
崔
鴻
の
弟
崔
鵬
の
息
子
で
あ
る
。
彼
ら
の
身
の
処
し
方
は
、
東
魏
・
北
斉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
お
け
る
こ
の
一
族
の
苦
境
を
如
実
に
物
語
る
。
ま
ず
糧
博
に
つ
い
て
は
、
「
崔
博
墓
誌
」
の
第
九
～
＝
二
行
匿
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
弱
冠
腰
口
繕
参
軍
、
除
郷
県
令
、
俄
遷
池
州
長
期
。
軽
財
重
義
、
門
構
育
民
。
丁
霊
富
貴
非
事
、
乃
有
帰
心
、
情
念
着
水
、
野
縁
風
燭
、
於
此
旋
帰
、
傍
辞

　
禄
位
。
開
東
閣
以
迎
賓
、
沸
高
堂
如
待
士
。
家
豊
懸
搦
之
朋
、
室
層
畳
菌
之
侶
。

　
弱
冠
に
し
て
底
意
府
参
軍
と
な
り
、
鄙
県
令
に
寵
せ
ら
れ
、
俄
か
に
徐
州
長
続
に
遷
る
。
財
を
軽
ん
じ
て
義
を
重
ん
じ
、
志
は
民
を
育
て
る
に
在
り
。
君
、

　
窟
貴
は
事
と
す
る
に
非
ざ
る
を
以
て
、
乃
ち
帰
心
有
り
、
情
は
逝
水
を
念
い
、
心
は
風
燭
に
縁
る
、
此
に
於
い
て
旋
帰
し
、
積
り
て
風
位
を
辞
す
。
東
閣
を

　
開
き
て
以
て
賓
を
迎
え
、
高
堂
を
払
い
て
士
を
待
つ
が
如
し
。
家
は
懸
搦
の
朋
を
豊
か
に
し
、
室
は
重
菌
の
侶
を
満
た
す
。

　
彼
は
お
そ
ら
く
東
海
の
初
め
に
仕
官
し
て
い
た
が
、
心
の
中
で
は
出
世
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
突
如
宮
を
辞
し
て
帰
郷
し
、
以
後
終
生
仕
官
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
か
っ
た
。
次
に
そ
の
弟
の
羅
徳
に
つ
い
て
は
、
「
骨
貝
墓
誌
」
の
第
七
～
一
二
行
目
に
こ
う
記
さ
れ
る
。

　
年
十
五
、
礼
伝
大
義
、
歴
略
於
旬
懐
。
彫
鍛
小
賦
、
二
面
於
筆
下
。
若
夫
緑
竹
紅
桃
之
苑
、
蕾
山
碧
水
之
池
、
莫
不
親
迎
上
客
、
常
置
盈
罐
。
井
中
車
轄
、

　
塞
湧
泉
如
不
生
。
船
上
流
杯
、
没
酒
波
如
面
出
。
笙
後
笙
管
無
声
、
四
絃
六
孔
之
響
、
兼
様
舞
出
天
中
、
歌
伝
櫟
上
。
霜
歎
日
、
「
処
高
鷲
危
、
有
才
当
弊
。

　
五
十
之
年
難
至
、
大
炎
之
位
譲
登
。
」
但
事
乗
燭
夜
遊
、
優
哉
卒
歳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
二
十
五
に
し
て
、
礼
伝
の
大
義
は
潔
く
旬
懐
に
略
す
。
彫
轟
の
小
賦
は
、
時
に
筆
下
に
存
す
。
夫
れ
緑
竹
紅
桃
の
苑
、
青
山
碧
水
の
池
の
若
し
、
親
ら
上
客
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し
ず

　
を
迎
え
、
常
に
盈
鱒
を
置
か
ざ
る
燃
し
。
井
中
の
車
轄
、
湧
泉
を
塞
ぎ
て
生
じ
ざ
る
が
如
し
。
船
上
の
流
杯
、
酒
波
を
没
め
て
復
た
出
つ
る
が
如
し
。
笙
篠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
お

　
笙
管
の
声
、
四
面
六
孔
の
響
、
兼
ね
て
以
て
舞
は
天
中
に
出
で
、
歌
は
上
上
に
伝
う
。
君
歎
じ
て
曰
く
、
「
高
き
に
処
ら
ば
必
ず
危
く
、
才
有
ら
ば
当
に
弊

　
る
べ
し
。
五
十
の
年
至
り
難
し
、
大
夫
の
位
謳
ぞ
登
ら
ん
。
」
と
。
但
だ
燭
を
乗
り
て
夜
に
遊
ぶ
を
事
と
し
、
密
な
る
か
な
卒
歳
。

　
彼
は
初
め
か
ら
全
く
仕
官
す
る
気
が
な
く
、
高
位
高
官
を
得
て
も
危
険
な
だ
け
で
あ
る
と
歎
じ
て
、
～
生
風
流
の
生
活
に
引
き
こ
も
っ
た
と

い
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
崔
博
と
崔
徳
は
い
ず
れ
も
俗
世
で
の
希
望
を
絶
ち
、
超
然
と
し
て
生
き
る
道
を
選
ん
だ
。
特
に
撰
徳
の
「
高
き
に
処

ら
ば
必
ず
危
く
、
才
有
ら
ば
当
に
弊
る
べ
し
。
」
云
々
と
い
う
発
言
か
ら
は
厭
世
観
す
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
若
い
頃
か
ら
そ
の
よ

う
に
悲
観
的
な
考
え
を
抱
い
て
い
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
先
述
し
た
「
『
十
六
国
春
秋
』
を
出
し
た
一
族
偏
と
い
う
汚
名
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
仕
官
し
よ
う
に
も
些
事
・
北
斉
政
権
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
な
お
撰
博
と
崔
徳
の
墓
誌
に
は
、
他
に
も
一
族
の
苦
境
が
垣
間
見
え
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
祖
先
と
本
貫
地
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
に
つ
い
て
は
王
華
山
氏
が
既
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
王
氏
の
所
説
に
拠
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。
両
墓
誌
を
み
る

と
、
と
も
に
「
十
二
世
祖
」
と
し
て
三
国
魏
の
崔
瑛
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
東
清
河
糧
氏
墓
誌
に
は
見
ら
れ
ず
、
両
墓
誌
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

っ
て
初
め
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
系
図
を
調
べ
て
み
る
と
、
崔
瑛
は
東
清
河
糧
氏
と
は
別
系
統
で
あ
り
、
全
く
繋
が
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
両
墓
誌
で
崔
淡
を
祖
先
と
し
て
い
る
の
は
詐
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
詐
称
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
魏
か
ら

北
斉
に
は
、
清
河
崔
氏
の
中
で
も
「
清
河
大
房
」
と
呼
ば
れ
る
家
系
が
隆
盛
し
た
。
例
え
ば
崔
懐
は
北
魏
末
に
高
歓
の
挙
兵
に
参
与
し
、
東
魏

で
は
軍
職
刺
史
、
太
常
卿
、
秘
書
監
、
七
兵
尚
書
な
ど
を
歴
任
し
、
北
斉
初
に
は
侍
申
・
監
起
居
に
至
っ
た
。
そ
の
子
の
罷
謄
も
給
事
黄
門
侍

郎
、
太
子
中
庶
子
、
三
無
三
舞
、
太
常
少
卿
、
尚
書
吏
部
車
中
、
麗
麗
大
将
軍
な
ど
を
歴
任
し
た
（
『
北
斉
書
』
巻
二
三
）
。
他
に
も
「
清
河
大

房
」
か
ら
は
多
く
の
人
物
が
東
華
北
斉
に
出
仕
し
て
い
る
。
こ
の
一
族
こ
そ
は
崔
淡
を
祖
先
と
す
る
家
系
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る

と
、
崔
博
と
崔
徳
の
墓
誌
に
お
け
る
祖
先
の
詐
称
に
は
、
自
ら
の
一
族
を
当
時
繁
栄
し
て
い
た
「
清
河
大
房
」
と
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
没
落
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し
た
自
家
の
社
会
的
地
位
を
高
め
た
い
と
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
両
墓
誌
で
は
本
貫
地
が
か
つ
て
の
「
東
清
河
郁
」
か
ら
「
清
河
武
城
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

北
斉
で
は
天
保
七
年
（
五
五
六
）
に
郡
県
の
改
組
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
東
清
河
郡
は
広
川
郡
と
と
も
に
東
平
原
郡
に
合
併
さ
れ
、
郁
県
も

　
　
　
　
⑨

な
く
な
っ
た
。
本
貫
の
変
更
は
こ
れ
に
伴
う
措
置
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の
時
東
清
河
崔
氏
一
族
の
す
べ
て
が
「
清
河
武
城
」
に
変
更
し
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
三
光
の
次
子
の
崔
渤
は
東
魏
北
斉
に
仕
え
て
顕
官
を
歴
任
し
、
中
書
令
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
『
北
斉
煮
晶

巻
四
二
、
崔
劫
伝
の
冒
頭
に
は
本
貫
に
つ
い
て
こ
う
記
さ
れ
る
。

　
崔
勧
、
字
は
彦
玄
、
本
は
清
河
の
入
な
り
。
曾
祖
畷
、
南
の
か
た
河
を
渡
り
、
青
州
の
東
に
居
る
、
時
に
宋
氏
河
南
に
於
い
て
翼
州
を
立
て
、
郡
県
を
置
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
即
ち
東
清
河
郡
の
人
と
為
る
。
南
県
分
易
し
、
更
に
東
平
原
曲
丘
の
人
と
為
る
な
り
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
崔
劫
は
は
じ
め
「
東
清
河
癖
人
」
で
あ
り
、
北
斉
に
よ
る
郡
県
改
組
を
経
て
「
東
平
原
貝
丘
人
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま

り
彼
は
一
貫
し
て
実
際
の
居
住
地
を
も
っ
て
本
貫
地
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
崔
劫
と
同
じ
く
東
平
原
郡
貝
丘
県
に
居
住

し
て
い
た
は
ず
の
金
壷
と
崔
徳
が
「
清
河
武
城
人
扁
と
称
し
た
の
は
、
古
く
か
ら
の
清
河
崔
氏
の
本
貫
地
表
記
に
準
じ
た
も
の
で
あ
り
、
郡
望

と
し
て
の
「
清
河
崔
氏
」
の
～
員
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
。
か
つ
て
「
東
清
河
郁
人
」
と
称
し
、
他
の
清
河
崔
氏

と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
た
こ
の
一
族
は
、
い
ま
や
「
清
河
武
城
人
」
と
改
称
し
、
衰
退
し
ゆ
く
自
家
が
名
門
で
あ
る
こ

と
を
必
死
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
北
斉
に
お
け
る
一
族
の
苦
境
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
東
魏
重
傷
元
年
（
五
三
八
）
「
崔
混
墓
誌
」
の
最
愛
は
前
掲
注
、
趙
超
『
漢
魏

　
南
北
朝
墓
誌
彙
編
函
三
二
六
5
三
二
八
頁
な
ど
、
拓
本
写
真
は
前
掲
注
、
山
東
省

　
文
物
考
古
研
究
所
「
臨
潤
北
朝
崔
氏
墓
」
や
山
東
省
石
刻
芸
術
博
物
館
『
山
東
石

　
刻
芸
術
選
粋
歴
代
墓
誌
巻
臨
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
。

②
崔
混
の
母
、
す
な
わ
ち
崔
鴻
の
質
入
に
つ
い
て
は
文
献
に
は
記
載
が
な
い
が
、

　
墓
誌
が
出
土
し
て
お
り
、
姓
名
を
張
玉
憐
と
い
う
。
「
露
玉
憐
墓
誌
」
（
趙
超
隅
漢

魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』
三
一
九
～
三
二
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
東
灘
の
天
平
三
年
（
五

三
六
）
正
月
に
亡
く
な
り
、
翌
年
二
月
丙
寅
（
｝
日
）
に
崔
鴻
の
墓
に
合
葬
さ
れ

た
。
正
史
に
は
、
こ
の
崔
混
の
母
の
死
去
か
ら
そ
の
二
年
後
に
羅
混
が
死
ぬ
ま
で

の
間
に
、
青
斉
地
方
で
反
乱
が
起
き
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
崔

混
墓
誌
に
い
う
反
乱
が
誰
が
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い

は
天
平
二
年
（
五
三
五
）
四
月
に
起
き
た
前
青
州
刺
史
平
田
の
反
乱
を
指
す
の
か
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も
し
れ
な
い
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

③
明
魏
書
騙
巻
～
二
、
孝
静
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聞
、
天
平
三
年
七
月
、
嗣
四

　
年
四
月
、
元
象
元
年
正
月
の
三
回
大
赦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
崔
混
は
そ
の
い
ず
れ

　
か
で
罪
を
許
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

④
　
麗
肇
師
は
青
州
房
の
糧
亮
の
孫
で
あ
り
、
東
清
河
崔
氏
と
は
鋼
系
統
で
あ
っ
た
。

　
前
掲
注
、
劉
馳
「
清
河
崔
氏
世
系
表
」
参
照
。

⑤
北
斉
武
平
四
年
（
五
七
三
）
「
崔
博
墓
誌
」
の
録
文
は
前
掲
注
、
趙
超
『
漢
魏

　
南
北
朝
墓
誌
彙
半
期
四
五
九
～
四
六
〇
頁
な
ど
、
拓
本
写
真
は
前
掲
注
、
由
東
省

　
文
物
考
古
研
究
所
「
磯
鴫
北
朝
崔
氏
墓
」
や
山
東
雀
石
刻
芸
術
博
物
館
『
山
東
石

　
刻
芸
術
選
粋
歴
代
墓
誌
巻
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
。

⑥
　
北
斉
天
統
元
年
（
五
六
五
）
「
羅
徳
墓
誌
」
の
録
文
は
蒲
掲
注
、
趙
超
『
漢
魏

　
南
北
朝
墓
誌
彙
編
隔
四
二
七
～
四
二
八
頁
な
ど
、
拓
本
写
真
は
前
掲
注
、
山
東
省

　
文
物
考
古
研
究
藤
門
臨
瀦
北
朝
重
氏
墓
」
や
山
東
省
石
刻
芸
術
博
物
館
『
山
東
石

　
刻
芸
術
選
櫛
歴
代
墓
誌
巻
㎏
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
。

⑦
王
華
山
「
臨
瀧
握
氏
墓
誌
所
載
「
十
工
世
祖
淡
」
紅
葉
一
（
『
管
毛
学
判
隔
二
〇

　
〇
八
年
第
一
期
）
。

⑧
前
掲
注
、
劉
馳
「
清
河
羅
氏
世
系
表
」
参
照
。

⑨
こ
の
措
置
に
は
、
名
門
貴
族
の
地
方
に
お
け
る
影
響
力
を
削
ぐ
意
図
が
あ
っ
た

　
と
い
う
。
侯
旭
東
「
地
方
豪
右
与
魏
斉
政
治
一
団
魏
宋
啓
立
州
朝
暮
北
斉
天
保
七

　
年
艸
省
州
郡
県
」
（
『
中
国
史
研
究
臨
二
〇
〇
四
年
第
四
期
）
参
照
。

⑩
こ
こ
は
原
文
で
は
「
南
平
原
」
と
あ
る
が
、
中
華
書
野
趣
『
北
斉
轡
囁
の
校
勘

　
記
に
よ
り
「
來
．
平
原
」
に
改
め
た
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
考
察
し
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
東
清
河
羅
氏
一
族
は
四
世
紀
末
に
後
燕
に
従
っ
て
河
北
か
ら
青
斉
に
移
住
し
、
そ
の
後
南
朝
宋
に
仕
え
た
が
、
四
六
九
年
の
北
魏
に
よ
る
青

　
斉
侵
略
の
際
に
北
魏
に
帰
順
し
、
捕
虜
と
し
て
平
城
近
郊
の
平
斉
郡
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。

②
一
族
の
露
光
は
そ
の
深
い
学
識
を
も
と
に
孝
文
帝
の
ブ
レ
ー
ン
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
漢
化
政
治
で
様
々
な
役
割
を
果
た
し
た
。
注
目
す

　
べ
き
は
、
長
き
に
わ
た
り
国
史
編
纂
を
担
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。
崔
光
の
国
史
は
そ
れ
ま
で
の
国
史
と
異
な
り
、
新
た
に
紀
伝
体
を
採
用
す

　
る
と
と
も
に
、
孝
文
帝
の
廟
号
改
革
に
基
づ
い
て
「
太
祖
」
道
武
帝
以
降
を
主
た
る
叙
述
対
象
と
す
る
北
魏
史
の
構
築
を
目
指
し
た
。

③
撰
鴻
も
そ
の
学
識
を
認
め
ら
れ
、
崔
光
と
と
も
に
申
央
宮
を
歴
任
し
た
。
特
に
史
学
の
方
面
で
才
能
を
発
揮
し
、
『
高
祖
起
居
注
』
∴
世
宗

　
起
居
注
隔
等
の
編
纂
に
従
事
し
、
最
終
的
に
崔
光
か
ら
国
史
編
纂
の
後
継
者
に
指
名
さ
れ
た
。
か
か
る
境
遇
に
あ
っ
た
彼
が
私
的
に
編
纂
し

　
た
『
十
六
国
春
秋
』
は
、
崔
光
の
国
史
以
前
の
歴
史
を
ま
と
め
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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④
北
魏
後
期
に
は
、
十
六
国
は
丁
零
・
宋
・
斉
・
梁
と
～
比
し
て
北
端
史
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
歴
史
認
識
も
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
『
十
六
国
春
秋
』
の
よ
う
に
「
十
六
国
」
と
い
う
独
自
の
　
時
代
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
十
六
国
と
同
時
代
に
存

　
在
し
た
代
国
を
軽
視
し
た
筆
法
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

⑤
『
十
六
国
春
秋
』
の
本
編
で
は
、
十
六
国
が
称
し
た
年
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
年
表
に
お
い
て
は
、
北
魏
建
国
以
前
の

　
部
分
に
つ
い
て
西
晋
・
東
晋
の
年
号
を
用
い
て
十
六
国
の
出
来
事
を
編
年
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
筆
法
は
代
国
と
北
魏
に
対
す

　
る
配
慮
を
欠
い
た
「
失
体
」
に
該
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑥
東
清
河
崔
氏
の
中
で
も
崔
鴻
の
親
族
は
東
下
北
斉
に
仕
官
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
『
十
六
国
春
秋
』
と
い
う
問
題
の
書
を
作
っ
た
崔
鴻
の

　
一
族
扁
と
い
う
汚
名
を
背
負
っ
て
い
た
影
響
と
推
察
さ
れ
る
。

　
『
十
六
国
春
秋
』
の
編
纂
に
は
、
川
本
芳
昭
氏
が
挙
げ
た
北
魏
の
正
統
観
念
の
問
題
に
加
え
て
、
国
史
の
問
題
が
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。

盆
花
が
弱
冠
に
し
て
抱
い
て
い
た
「
著
述
の
志
」
と
は
決
し
て
単
な
る
歴
史
趣
味
で
は
な
く
、
伯
父
の
崔
光
と
そ
の
国
史
の
影
響
下
に
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ち
れ
る
。
し
か
し
北
魏
後
期
か
ら
東
満
面
斉
に
お
い
て
は
漢
人
と
代
人
の
問
で
歴
史
認
識
の
対
立
が
あ
り
、
そ
の
中
で

経
国
と
時
代
的
に
重
な
る
十
六
国
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
万
人
が
納
得
で
き
る
も
の
を
作
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
『
十
六
国
春
秋
』
は
批
判
に
晒
さ
れ
、
難
件
の
一
族
は
没
落
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
夙
に
唐
の
劉
知
幾
も
『
史
通
』
内
篇
黒
々
、
探
蹟
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
噸
十
六
国
春
秋
闘
の
筆
法
と
内
容
は
群
雄
割
拠

の
時
代
の
歴
史
を
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
妥
当
性
を
持
っ
て
お
り
、
崔
鴻
は
一
歴
史
家
と
し
て
公
平
な
目
で
十
六
国
を
扱
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
内
容
の
確
か
さ
ゆ
え
に
『
十
六
国
春
秋
』
は
後
世
に
十
六
国
史
の
基
礎
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
「
十
六
国
扁
と
い

う
歴
史
認
識
も
蒔
代
を
経
て
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
う
し
た
『
十
六
国
春
面
心
の
後
世
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
【
付
記
】
　
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
八
月
二
七
日
～
二
九
日
に
台
湾
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
第
四
届
中
国
中
古
史
青
年
学
者
国
際
研
討
会
」
で
の
口
頭
報
告
を
も

　
　
　
　
と
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
公
益
財
団
混
入
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
七
二
〇
＝
年
度
「
若
手
研
究
者
に
よ
る
社
会
と
文
化
に
関
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す
る
個
人
研
究
拗
成
」
（
鳥
井
フ
ェ
ロ
ー
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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　　　　　　　　　　　　　　東清河羅氏系図

※『魏書遍巻六七，罎光伝，窪北斉書』巻四二，崔勧伝，『新庸書』巻七：二下，宰根世系

　表下，南祖崔氏，および墓誌を基に作成。ゴシックは墓誌が患土。
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The　Cui崔Family　from　East　Q三nghe清河in　the　Northern　Dynasties：A

Study　on　the　Background　of　the　Shiliuguochunqiu十六国春秋of　Cui　Hong

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉門

by

KAJIYAMA　Satoshi

　　The　Cui崔clan　from　East　Qinghe清河prospered　during　the　latter　half　of

NortherR　Wei　as　the　family　in　charge　of　historical　studies．　This　paper

reviews　the　family’s　development　from　Northern　Wei　to　Eastern　Wei　and

Northern　Qi，　and　in　the　process，　considers　the　background　of　how　a　member

of　the　family，　Cu圭Hong崔鴻，　came　to　comp圭le　the　history　of　the　Slxteen

Kingdoms　period，　the　Shiliuguochunqiu十六国春秋。　Additionally，　the　paper

examines　the　reason　behind　Cui　Kong’s　hesitation　to　publicize　the　work

during　his　lifetime，　taking　into　account　tke　situation　surrounding　the

contemporary　understanding　of　history．

　　The　Cui　of　East　Qinghe　followed　the　Hou　Yan後山kingdom　from　Hebei

河北to　the　Qingqi青斉region（Shandong　Province）at　the　end　of　fourth

century．　After　the　move，　the　family　served　the　Southern　dynasties　kiRgdom

of　Song宋，　but　submltted　to　Northern　Wei　during　the　469　C．E．　conquest　of

Qingqi．　The　family　was　then　forced　to　move　to　Pingqi－jun乱淫郡on　the

outskirts　of　the　capital，　Pingcheng平城．　However，　the　fami至y　later　grew

famous　when　Cui　Hong’s　uncle，　Cui　Guang撰光rose　to　a　position　of　pivotal

importance．　Due　to　his　exteRsive　knowledge，　Cui　Guang　served　as　an　advisor

to　XiaoweRdi孝文帝，　and　played　many　roles　in　the　Hanizatlon－oriented

policies　during　the　latter　half　of　the　Northern　Wei．　lt　is　worth　noting　that

Cui　Guang　was　elltrusted　with　the　compilation　of　the　Guoshi国史for　a

lengthy　period．　What　differentiated　Cui　Guang’s　guoshi　from　the　previous

Northern　Wei　projects　was　that　in　additioR　to　adopting　the　style　of

biographical　history（紀伝体），　he　aspired　to　construct　a　history　of　Northern

Wei　that　focused　mainly　on　the　history　after“Taizu太祖”，　Daowudi道武帝，

the　founder　who　had　renamed　the　country　“Wei．”

　　Meanwhile，　Cui　Hong　was　also　recognized　for　kis　excelleRt　scholarship，

and　together　with　his　uRcle，　successively　held　various　positions　in　the
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central　govemment．　He　especially　proved　his　talent　in　the　geRre　of　historical

studies，　and　participated　in　the　compilation　of　records　such　as　the　Gaozu

Q勧z伽高祖起居注and　the　Shizong（2吻盈κ世宗起居注．　Because　of　this，　he

was　eventually　appointed　by　Cui　Guang　as　his　successor　in　the　role　of

compiler　of　the　guoshi．　This　was　the　situation　in　which　Cui　Hong　privately

compiled　the　Shiliuguochunqiu．　Thus，　one　can　assume　that　Cui　Hong　saw　Cui

Guang’s　guoshi　that　recorded　events　after　Daowudi　as　the　prerequisite　for

his　own　effort，　and　compiled　the　Shiliu．ffuochanqiu　with　the　lntention　of

recording　the　history　before　the　guoshi．

　　However，　during　the　latter　half　of　NortherR　Wei，　there　was　conflict　in

historical　interpretation　between　the　Han　and　the　Dai代．　One　of　the

controversies　among　them　would　have　been　whether　the　Dai　history　should

be　iRcluded　in　the　guoshi　and　that　kingdom　considered　as　the　predecessor　to

the　Northern　Wei．　Under　such　circumstances，　2t　was　extremely　difficult　and

a　delicate　issue　to　record　the　history　of　the　Sixteen　Kingdoms　that　were

contemporary　to　the　DaL　Recognizing　the　Sixteen　Kingdoms　as　an

independent　era　as　in　the　Shiliuguochunqiu　could　have　led　to　eriticism　that

the　record　was　belittling　Dai．　Cui　Hong　most　likely　hesitated　to　publicize　the

record　for　this　reason，

　　After　Cui　Hong’s　death，　his　son　Cui　Hun崔混presented　the　book　to　the

imperial　court．　As　a　result，　the　book　came　under　heavy　attack　during　the

Eastern　Wei，　and　led　to　the　downfall　of　Cui　Hong’s　family．．
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